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はじめに 

 

 

 

 
 

 

 

 

令和８年１月             板橋区長  

板橋区では、平成８年に「いたばし健康福祉都市宣言」を決議し、区民の誰

もが健康でいきいきと暮らせる“生涯を通じた健康づくりと福祉のまちづくり”

をめざしています。 

「いたばし健康プラン」は、この宣言の理想の実現に向けて、区民、地域、

行政が一体となって行う「健康づくり運動」の目標や方向性を定める行動計画

です。 

平成 15 年に「板橋区健康づくり 21 計画」、平成 25年には「いたばし健康プ

ラン 板橋区健康づくり 21 計画（第二次）」を策定し、一人でも多くの区民が

心身ともに自立し、より長い期間、健康的にいきいきと暮らせる姿をめざし、

様々な健康づくり事業に取り組んでまいりました。 

一方、コロナ禍後における新しい生活様式の定着や仕事と育児・介護との両

立、多様な働き方の広まりなど、社会環境の変化や生活スタイルの多様化に伴

い、一人ひとりが抱える健康課題も多様化・複雑化してきています。 

「いたばし健康プラン 2030」では、これらの変化に対して関係機関と協働し、

柔軟に対応していくことで、身体的な健康だけでなく、精神的・社会的にも良

好な状態を一人ひとりが享受するとともに、年齢や障がい等の有無を問わず、

それぞれが持つ能力を発揮しながら、新たな価値を共に創造し、生涯にわたり

地域で活躍できるまちづくりを進めてまいります。 

健康プランが取り組む「心身の健康」の重要な要素の一つに食育があります。

板橋区では、健康プランに包含する形で「板橋区食育推進計画」を定め、心身

の健康を支える持続可能な食育を推進してまいります。 

また、心身の健康は自殺対策とも密接に関係することから、今回の改定では、

自殺対策基本法に基づく「いのちを支える地域づくり計画 2030」を包含するこ

とで、より効果的な自殺対策をめざします。 

 この計画を策定するにあたり熱心なご議論をいただいた健康づくり推進協議

会並びにこころといのちの連絡協議会の委員の皆様、様々なご意見をいただい

た関係機関の皆様、区民の皆様に心から感謝を申し上げます。 
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１ いたばし健康プラン 2030の基本的な考え方 

 

「いたばし健康プラン 2030（板橋区健康づくり 21 計画）」は、健康増進法（平成 14年法律第

103 号）第８条第２項に基づく「市町村健康増進計画」として策定するものであり、区民、地域、

行政が一体となって行う健康づくりの目標や方向性を定め、区民一人ひとりが健やかで心豊かに

生活できる区の実現をめざすための計画です。 

本章では、「いたばし健康プラン 2030（板橋区健康づくり 21計画）」の計画策定の趣旨、位

置づけ、計画期間等の基本的な考え方を示します。 

 

計画策定の 

趣旨・目的 

昨今、コロナ禍後における新しい生活様式の定着や女性の社会進出、

仕事と育児・介護との両立、多様な働き方の広まり等による社会の多様

化など、区民の健康を取り巻く環境は大きく変化しています。 

社会環境の変化やそれに伴う新たな健康課題に切れ目なく対応し、区

民一人ひとりが健やかで心豊かに生活できる区を実現するため、「いた

ばし健康プラン 2030（板橋区健康づくり 21 計画）」を策定します。 

  

計画の位置づけ 「いたばし健康プラン 2030（板橋区健康づくり 21 計画）」は、健康

増進法（平成 14 年法律第 103 号）第８条第２項に基づく「市町村健康

増進計画」として策定するものです。「板橋区基本構想」及び「板橋区

基本計画 2035」の基本理念等を念頭に、区民、地域、行政が一体となっ

て行う健康づくりの目標や方向性を示すとともに、区民の健康増進に向

けた取組を推進していきます。 

また、本計画には、食育基本法第 18 条に定める「市町村食育推進計

画」及び自殺対策基本法第 13 条第２項に定める「市町村自殺対策計画」

を包含し、一体的に計画を推進していきます。 

  

計画期間 本計画の期間は、令和８（2026）年度から令和 12（2030）年度までの

５年間とします。 
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１ 計画策定の趣旨・目的 

 

◆ 板橋区では、平成８（1996）年に「いたばし健康福祉都市宣言」を行い、区民の誰もが健康

でいきいきと暮らせる「生涯を通じた健康と福祉のまちづくり」を展開するとともに、平成

15（2003）年には、都市宣言の実現に向けて「板橋区健康づくり 21計画」を策定しました。 
 

◆ その後、平成 25（2013）年には、「区民一人ひとりが健康づくりに取り組めるまち」を基本

理念に掲げた「いたばし健康プラン 板橋区健康づくり 21計画（第二次）」（以下「いたば

し健康プラン(第二次)」という）を策定し、区民、地域、行政が一体となって行う健康づく

りの目標や方向性を定め、区民の健康増進に取り組んできました。 
 

◆ 平成 30（2018）年には、計画の中間評価により抽出された課題や、受動喫煙防止、ワー

ク・ライフ・バランスの推進など、社会の変化に伴い新たに生じた課題にいち早く対応す

るため、「いたばし健康プラン後期行動計画 2022」を策定しました。 
 

◆ また、令和５（2023）年には、国が「健康日本 21（第二次）」を１年延長したことへの対

応や、「板橋区基本構想」及び「板橋区基本計画」などの区の上位計画と終期を合わせる

ことを目的として、「いたばし健康プラン後期行動計画 2022（追補版）」を策定し、計画

の終期を令和８（2026）年３月まで延長しました。 
 

◆ 昨今においても、コロナ禍後における新しい生活様式の定着や女性の社会進出、仕事と育

児・介護との両立、多様な働き方の広まり等による社会の多様化など、区民の健康を取り

巻く環境は大きく変化し続けています。 
 

◆ 社会環境の変化やそれに伴う新たな健康課題に切れ目なく対応し、区民一人ひとりが健や

かで心豊かに生活できる区を実現するため、「いたばし健康プラン 2030（板橋区健康づく

り 21計画）」（以下「本計画」という）を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【板橋区の健康づくりシンボルマーク「健ちゃん」】 
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２ 計画の位置づけ 

 

◆ 本計画は、健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）第８条第２項に基づく「市町村健康増進

計画」として策定するものです。 
 

◆ 計画の策定にあたっては、食育基本法第 18条に定める「市町村食育推進計画」及び自殺対策

基本法第 13条第２項に定める「市町村自殺対策計画」を包含し、一体的に計画を推進してい

きます。 
 

◆ また、本計画の上位計画である「板橋区基本構想」「板橋区基本計画」「板橋区地域保健福

祉計画」の考え方に基づき策定するとともに、関連する区の個別計画、国の「健康日本 21（第

三次）」、「東京都健康推進プラン２１（第三次）」等と連携・整合を図り、より実効性の

高い計画にしていきます。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【本計画と関連する主な計画】 

（板橋区健康づくり 21 計画） 

 

 

連携 

・ 

整合 

板橋区基本構想 

板橋区地域保健福祉計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

板橋区高齢者保健福祉・ 

介護保険事業計画 

板橋区障がい者計画 障がい福

祉計画・障がい児福祉計画 

いたばし子ども・若者・ 

子育て応援プラン 

板橋区国民健康保険 

保健事業プラン 

板橋区基本計画 

連携・整合 

板橋区食育推進計画 

(第５章) 

いのちを支える 

地域づくり計画 2030 

（第６章） 

包含する計画 

 【国】食育推進基本計画 

【都】食育推進計画 

  

【国】自殺総合対策大綱 

自殺対策分野 

食育推進分野 

健康増進分野 

国・都の計画 

いたばし健康プラン 2030 

（板橋区健康づくり 21計画） 

 

【都】自殺総合対策計画 

【国】健康日本 21（第三次） 

【都】東京都健康推進プラン 21 

（第三次） 
整合 

板橋区の関連個別計画 

【保健・福祉分野】 

【健康増進分野】 

板橋区スポーツ推進ビジョン 

【教育分野】 

ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ 

いたばし -教育ビジョン- 
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３ 計画期間 

 

◆ 本計画の期間は、令和８（2026）年度から令和 12（2030）年度までの５年間とします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ いのちを支える地域づくり計画の一体的策定 

 

◆ 板橋区では、自殺対策基本法第 13条第２項に定める市町村自殺対策計画として、「いのちを

支える地域づくり計画 2025 板橋区自殺予防対策」を策定し、自殺対策に取り組んできまし

た。 
 

◆ 自殺対策は、社会とのつながりや休養・睡眠などの健康課題とも深く関わっており、こころ

の健康の維持・向上をめざす本計画と密接に関わる課題です。 
 

◆ 上記を踏まえ、令和８(2026)年を始期とする

「いのちを支える地域づくり計画 2030」（以

下「自殺対策計画」という）を本計画に包含

し、より効果的かつ一体的に計画を策定・推

進していきます。 

【計画期間】 

（板橋区健康づくり 21 計画） 

 

健康増進 
分野 

こころの 
健康 

自殺対策 
計画 

一体的に推進 

いたばし健康プラン 2030 
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５ SDGsとの関連 
 

◆ SDGs とは令和 12（2030）年までによりよい世界をめざす国際目標として、平成 27（2015）

年に国連で採択された持続可能な開発目標です。17 のゴールと 169のターゲットから構成さ

れ、「誰一人取り残さない（leave no one behind）」を基本理念としています。 
 

◆ 板橋区は SDGs の推進に積極的に取り組み、令和４（2022）年５月に「SDGs 未来都市」に選

定されています。「絵本のまち」という区の特色を活かした施策を展開するとともに、区民・

団体・企業等が SDGs を自分ごととして捉え、学び、目標をもって行動する「SDGs のローカ

ライズ」の普及・促進を進めています。 
 

◆ SDGsの理念は本計画がめざす区民一人ひとりが健やかで心豊かに生活できる区の実現と密接

に結びついており、区民の健康づくりを支えていく上で重要な指針となります。 
 

◆ 本計画では、SDGs の基本理念や 17 のゴールを意識して取り組み、健康を軸とした持続可能

な社会の推進と、身体的・精神的・社会的に良好な状態を区民一人ひとりが享受できる健康

づくりを推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SDGsにおける 17のゴール 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 

いたばし健康プラン（第二次）の 

最終評価 

１ 最終評価の概要 

２ いたばし健康プラン（第二次）の最終評価 
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２ いたばし健康プラン（第二次）の最終評価 

 

「いたばし健康プラン（第二次）」で設定した行動目標について、達成状況や取組状況を評価

するとともに、評価によって判明した課題などを新たな計画の施策等に反映させることを目的と

して、最終評価を実施します。 

 

最終評価の概要 最終評価については「いたばし健康プラン後期行動計画 2022」にお

ける中間評価と同様の方法により評価を行います。 

判定はＡ（改善）、Ｂ（横ばい）、Ｃ（後退）、Ｄ（判定不能）の

４段階で行います。 

  

いたばし健康プラン 

（第二次）の最終評価 

「いたばし健康プラン（第二次）」で設定した 30 の行動目標のう

ち、Ａ判定（改善）が 16 項目でした。特に、飲酒分野、受動喫煙の防

止、歯と口の健康分野、こころの健康分野の項目で区民の行動が改善

しています。 

一方、生活習慣病に関する知識の低下や睡眠による休養の不足、地

域とのつながりの希薄化が課題として挙げられます。 

前計画の最終評価を踏まえ、区民一人ひとりの健康づくりを支える

ための取組をさらに推進していきます。 
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１ 最終評価の概要 

 

（１）最終評価の目的 

「いたばし健康プラン（第二次）」で設定した行動目標について、達成状況や取組状況を評

価するとともに、評価によって判明した課題などを本計画の施策等に反映させることを目的と

して、最終評価を実施します。 

 

（２）最終評価の方法 

最終評価については「いたばし健康プラン後期行動計画 2022」における中間評価と同様の方

法により評価を行います。 

各段階における具体的な評価方法は以下のとおりです。 

 

 
 

行動目標（指標）の評価 

  

分野別行動目標における指標について、下表のとおり評価を行います。 

 

指標の評価 目標値が数値の場合 
目標値が「増やす」 

「100％に近づける」などの場合 

改 善 

計画策定時

の数値から 

±２％以上の改善 

計画策定時

の数値から 

±0.5％以上の改善 

横 ば い ±２％未満の変動 ±0.5％未満の変動 

後 退 ±２％以上の後退 ±0.5％以上の後退 

評 価 不 能 － － 

 

評価については、数値指標の変化度合いにより、「改善」「横ばい」「後退」「評価不能」

の４段階の評価評語で評価を行います。 

なお、計画策定時の数値が存在しない指標については、中間評価時に取得した数値を基準値

とします。 

 

 

 

 

 
 

STEP１ 
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区民の行動目標の判定 

 

STEP１で算出した各指標の評価に応じて、下表のとおり点数化を行います。なお、「評価不

能」については点数を付与しないことにします。 

 

指標の評価 付与する点数 

改 善 １点 

横 ば い ０点 

後 退 －１点 

評 価 不 能 － 

 

行動目標全体の判定 

 

最後に、STEP２で算出した点数を各分野の行動目標ごとに足しあげ、平均点を算出します。 

ここで算出した平均点に基づき、行動目標の判定をＡからＤの４段階で行います。 

なお、４段階のうち判定「Ｄ」については、「判定不能」とします。 

 

行動目標の平均点 
行動目標 

全体の判定 
判定の定義 

0.5点以上 Ａ 改善 

０点以上 0.5点未満 Ｂ 横ばい 

０点未満 Ｃ 後退 

評価不能 Ｄ 判定不能 

 

 

 

 

 

 

STEP２ 

 

STEP３ 
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（３）最終評価で利用する基礎資料 

「いたばし健康プラン（第二次）」の最終評価にあたり、以下のデータを基礎資料として利

用します。 

 

① 令和６年度板橋区区民健康意識調査 

「いたばし健康プラン（第二次）」の最終評価及び本計画策定に向けた基礎資料とするため、

下表のとおり、令和６（2024）年の７月から９月に板橋区区民健康意識調査（以下「区民健康

意識調査」という）を実施しました。 

なお、対象となった方の回答利便性を高めるため、今回の調査から、郵送回答に加えてオン

ライン回答を回答方法として導入しました。 

  

ライフステージ 
調査対象者及び 

対象者数 

回収数及び 

有効回収率 
調査期間 

乳幼児期 ０歳～５歳 

４か月児健診 
（乳幼児健診関係書類の 

６月抽出・発送対象となっ
ている保護者と乳幼児） 

対象者 275 人 

204 人 

74.2％ 

令和６年７月１日 

～ 

令和６年９月 30 日 

３歳児健診 
（乳幼児健診関係書類の 

６月抽出・発送対象となっ
ている保護者と乳幼児） 

対象者 325 人 

198 人 

60.9％ 

学齢期 ６歳～14歳 

全区立小学校５年生 

4,019 人 

2,389 人 

59.4％ 

全区立中学校２年生 

3,129 人 

1,541 人 

49.2％ 

青年期 15歳～19歳 
満 15歳～満 19歳 

1,000 人 

308 人 

30.8％ 令和６年７月 11日 

～ 

令和６年８月５日 
成人期 20歳～64歳 

満 20歳～満 85歳 

3,000 人 

1,139 人 

38.0％ シニア期 65歳～ 

計 11,748 人 
5,779 人 

49.2％ 

 

 



 

12 

 

② その他の基礎資料 
 

資料名 データ保持機関 

学校保健事業報告 板橋区教育委員会 

成人歯科検診実績 板橋区 

３歳児健診実績 板橋区 

がん検診実績 板橋区 

各種健康診査実績 板橋区 

４か月児健診実績 板橋区 

国保特定健康診査実績 板橋区 

予防接種実績 板橋区 
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２ いたばし健康プラン（第二次）の最終評価 

 

「いたばし健康プラン（第二次）」における最終評価は下表のとおりです。 

なお、各分野における詳細数値については、138ページからの参考資料に記載しています。 

基本方針 分野 区民の行動目標 判定 

 

 

①健康意識を高める 

生活習慣病が大きな病気の原因となることを知る Ｃ 

適正体重を知る Ｃ 

むし歯と歯周病についての知識を深める Ａ 

こころの病気に関心をもつ Ａ 

ワーク・ライフ・バランスを実現する Ｃ 

 

②
正
し
い
生
活
習
慣
を
実
践
す
る 

栄養・食生活 

朝食を毎日食べる・欠食しない Ｂ 

主食・主菜・副菜がそろった食事をとる Ｂ 

食事の塩分を減らす Ａ 

野菜の摂取量を増やす Ｃ 

定期的に体重を量る Ｃ 

運動 
運動習慣をつける Ａ 

日常生活で歩く習慣をつける Ｃ 

休養・睡眠 十分な睡眠をとる Ｃ 

飲酒 
未成年、妊娠中・授乳中はお酒を飲まない Ａ 

飲酒の適量を知り、飲みすぎない Ａ 

喫煙 

たばこを吸わない Ｂ 

禁煙に取り組む Ａ 

受動喫煙が及ぼす害について知り、防止に取り組む Ａ 

歯と口の健康 

歯や歯肉を観察する Ａ 

食後は歯みがきをする Ａ 

よくかんで食べる Ａ 

こころ 
ストレスとうまくつきあう Ａ 

深刻な悩みを抱え込まずに相談する Ａ 

 

③自らの 

健康管理 

ができる 

定期的な 

健康チェック 
健診・歯科健診・がん検診を受ける Ｃ 

病気と事故の

予防 

予防接種を受ける Ｂ 

事故の予防 Ａ 

早期発見・ 

早期治療 

かかりつけ医・歯科医・薬剤師をもつ Ｃ 

治療を継続する（生活習慣病・精神疾患） Ａ 

④健康を

支える 

環境 

をつくる 

地域との 

つながり 
自分の住む地域とのつながりをもつ Ｃ 

健康づくり 

活動 
健康づくりを目的とした活動に主体的に関わる Ａ 

 

区民の行動目標 Ａ判定 Ｂ判定 Ｃ判定 Ｄ判定 

30 16 ４ 10 0 
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（１）取組の成果 

◆ 飲酒分野の改善 

全ての行動目標でＡ判定となりました。特に「妊娠中の飲酒率」が０％となり目標を達成し

ました。また、生活習慣病のリスクが高まる量を飲酒している人の割合が大幅に減少しまし

た。 
 

◆ 受動喫煙防止の進展 

受動喫煙の経験が全ての場所で大幅に減少し、特に飲食店や遊技場での受動喫煙経験は半分

以下となりました。受動喫煙防止に取り組む人の割合も 92.9％と中間時に比べて高くなりま

した。 
 

◆ 歯と口の健康分野の改善 

全ての行動目標でＡ判定となりました。特に「歯間清掃用具を使用している人の割合」が成

人期で 61.3％と目標を達成し、口腔ケアの意識向上が見られました。 
 

◆ こころの健康分野の改善 

全ての行動目標でＡ判定となりました。特に「不安、悩み、ストレスにうまく対処する」「悩

みを相談できる人をもつ」において、多くの世代で数値が改善しました。 

 

（２）課題 

◆ 生活習慣病に関する知識の低下 

「生活習慣病が大きな病気の原因となることを知る」の指標が全体的に後退しました。特に、

生活習慣病が、がん、脳卒中、心臓病、糖尿病の原因になることに関する認知度が低下して

います。人生 100 年時代に向けて、健康に関する知識の更なる普及啓発が必要です。 
 

◆ 睡眠による休養の不足 

「十分な睡眠をとる」の行動目標がＣ判定となっており、特にシニア期で「睡眠によって十

分な休養がとれている人の割合」が大きく低下しました。質の良い睡眠確保に向けた生活習

慣の見直しや睡眠関連疾患の早期受診に関する啓発が必要です。 
 

◆ 地域とのつながりの希薄化 

「自分の住む地域とつながりをもつ」の全指標で後退傾向にありました。区民の継続した健

康づくりを支えていくために、地域団体やグループ、NPO 等の多様な主体との「つながり」

の醸成を意識した事業展開が求められます。 
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３ 計画の背景 

 

計画の策定にあたり、板橋区を取り巻く社会環境の変化や区民の健康に関する意識調査、い

たばし健康プラン(第二次)に基づく区の取組、国や都の動向等を分析し、本計画に盛り込むべ

き内容や着眼点を整理します。 

 

板橋区の現状 「板橋区人口ビジョン（2025 年～2050 年）」では、令和 22（2040）年

までは人口増加が進み、その後、減少に転じると見込まれています。 

また、65 歳健康寿命の推移（要支援１）については、計画策定時であ

る平成 25（2013）年から令和２（2020）年にかけては概ね延伸傾向にあ

りましたが、令和３（2021）年から令和５（2023）年にかけては横ばい

傾向にあります。 

区民健康意識調査によると、健康な生活習慣の実践度が高い人ほど健

康実感度が高い傾向にあることが分かっています。 

区民一人ひとりが生涯にわたり心豊かに暮らせる区を実現するために

は、健康寿命の延伸に加えて、自身の健康に対して前向きな認識が持て

るよう、一人ひとりが置かれた状況に応じた健康づくりを支援していく

必要があります。 

  

板橋区における 

これまでの主な取組 

板橋区では、「いたばし健康プラン(第２次)」及び「いたばし健康プ

ラン後期行動計画 2022（追補版を含む）」に基づき、「区民一人ひとり

が健康づくりに取り組めるまち」の実現に向けて、区民の健康増進に取

り組んできました。特に、「いた Pay 健幸ポイントを活用した健康づく

り」や「野菜摂取量充足度推定機器を用いた、バランスのよい食生活の

推進」など、ICT 機器を活用した健康づくりの推進に加え、児童福祉分

野と母子保健分野について一体的に相談支援を行う「こども家庭センタ

ー機能」の整備など、時代の変化に対応した健康づくり環境の整備を行

っています。 

  

国や都の動向 厚生労働省は令和５（2023）年５月に「健康日本 21（第三次）」を公

表し、「健康寿命の延伸」と「健康格差の縮小」を重点目標に掲げ、す

べての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現をめざ

しています。 

また、東京都は令和６（2024）年に、誰もが生涯にわたり健やかで心

豊かに暮らせる社会をめざし、「東京都健康推進プラン２１（第三次）」

を策定しました。 
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１ 板橋区の現状 

 

（１）板橋区の総人口と将来推計 

◆ 平成 30（2018）年度に改定した板橋区人口ビジョンでは、令和 12（2030）年に板橋区は人

口のピークを迎え、その後緩やかな減少傾向を示す見込みでしたが、令和６（2024）年度

に改定した板橋区人口ビジョンでは、板橋区における人口のピークは令和 22（2040）年と

なっており、人口のピークが 10年後ろ倒しになる見込みです。 
 

◆ 日本全体でみると、平成 20（2008）年を人口のピークとし、その後は減少に転じているの

で、日本全体と板橋区とでは、人口推計が大きく異なることが分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：住民基本台帳（各年 10月１日）、国勢調査、板橋区人口ビジョン 
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536,433 

549,571 570,951 

584,483 

592,953 
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520,000

540,000

560,000
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平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年

国勢調査人口 住民基本台帳人口 人口ビジョン

推計値 

（人） 

ピーク（推計） 
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（２）５歳年齢階級別人口構成 

◆ 構成比をみると、男女ともに 25～29歳が一番多く、次に 50～54歳が二番目に多くなって

います。 
 

◆ また、35～64歳の５歳階級は男性の人数が女性より多くなっていますが、65 歳以降の５歳

階級については、女性の方が多くなっています。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：住民基本台帳（令和６年 10 月１日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 10,000 20,000 30,000

010,00020,00030,000

0～4歳
5～9歳
10～14歳
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80～84歳
85～89歳
90～94歳
95～99歳
100歳以上

男性 女性

（人） 
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2.27 
2.14 2.07 

1.97 1.93 
1.86 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

人口 世帯数 １世帯あたり人数

（３）世帯数の推移と１世帯あたり平均人数 

◆ １世帯あたりの人数は、平成７（1995）年では 2.27 人でしたが、下降の一途をたどってお

り、平成 22（2010）年には 2.0を下回っています。 
 

◆ 令和６（2024）年の国立社会保障・人口問題研究所発表によると、日本における令和２（2020）

年の一般世帯平均世帯人員は 2.21人となっているため、板橋区における１世帯あたりの平

均人数は日本全体を下回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 出典：国勢調査 

 

（４）合計特殊出生率の推移 

◆ 板橋区の合計特殊出生率は、平成 29（2017）年を境に低下傾向になっており、令和３（2021）

年には 1.0 を下回っています。数値は若干異なるものの、国や東京都も概ね同様の傾向と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働白書、人口動態統計、板橋区の保健衛生     
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0.91
0.87

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

国 都 区

（人） （人） 



 

20 

 

25.0%

24.6%

14.7%

15.1%

6.3%

6.5%

4.5%

4.7%

1.7%

1.9%

12.8%

12.0%

2.6%

2.6%

1.6%

1.6%

1.0%

1.1%

29.8%

30.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

東京都

板橋区

悪性新生物（がん） 心疾患 脳血管疾患

肺炎 腎不全 老衰

不慮の事故 自殺 慢性閉塞性肺炎

その他

（５）人口動態統計による主要死因の割合（令和５年） 

◆ 板橋区における主要死因は、「悪性新生物（がん）」「心疾患」「脳血管疾患」の三大疾

病でおおよそ50％を占めています。東京都と比較しても、概ね同様の傾向となっています。 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

出典：人口動態統計、板橋区の保健衛生   

 

 

（６）65歳健康寿命の推移（要支援１） 

◆ 平成 25（2013）年から令和２（2020）年にかけては概ね延伸傾向にありましたが、令和２

（2020）年から令和３（2021）年にかけて若干低下し、令和３（2021）年から令和５（2023）

年にかけては横ばい傾向にあります。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：65 歳健康寿命（東京保健所長会方式）  
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（７）65歳健康寿命（要介護２）と 65歳の平均余命の比較 

◆ 健康寿命の延伸を評価する指標として、65 歳健康寿命と 65 歳平均余命の差である「平均

障害期間（要介護認定を受けてから亡くなるまでの期間の平均）」があります。医療技術

の発展や社会環境の変化などにより 65 歳平均余命が延伸する中、健康寿命を更に伸ばし

ていくことで、いきいきと暮らせる期間が長くなります。 
 

◆ 前計画を策定した平成 25（2013）年の数値と令和５（2023）年に公表された最新値を比較

すると、板橋区は男女ともに平均障害期間が短くなっていることが分かります。引き続き、

健康寿命の延伸に向けた取組を推進していくことが重要です。 
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（８）生活習慣が健康実感に及ぼす影響 

◆ 区民健康意識調査の結果、健康な生活習慣の実践度について、健康実感度がよい人では、

①栄養・食生活、②身体活動・運動、③休養・睡眠、④飲酒・喫煙、⑤歯・口腔の健康、

⑥こころの健康、⑦地域との繋がり・健康づくり活動の７分野とも全体平均値を上回って

います。一方、よくない人では、７分野とも全体平均値を下回っています。 
 

◆ 区民一人ひとりが自身の健康に対して前向きに感じられるように、「健康無関心層」への

アプローチや一人ひとりの置かれた状況に応じた健康づくり施策を推進し、生活習慣の改

善につなげていく必要があります。 
 

＜健康な生活習慣の実践度（健康実感度別）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：区民健康意識調査（令和６年） 

 

 

 

 

 

 

40

42

44

46

48

50

52

54
栄養・食生活

身体活動・運動

休養・睡眠

飲酒・喫煙歯・口腔の健康

こころの健康

地域との繋がり・

健康づくり活動

健康実感度：よい 全体平均値（偏差値50） 健康実感度：よくない
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２ 板橋区におけるこれまでの主な取組 

 

板橋区では、「いたばし健康プラン(第２次)」及び「いたばし健康プラン後期行動計画 2022（追

補版を含む）」に基づき、「区民一人ひとりが健康づくりに取り組めるまち」の実現に向けて、

区民の健康増進に取り組んできました。 

 

（１）いた Pay健幸ポイントを活用した健康づくり 

 

 

 

 

 

 

 

（２）野菜摂取量充足度推定機器を用いた、バランスのよい食生活の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）心のサポーター養成研修 

 

 

 

 

 

【いた Pay 健幸ポイントの 
 ロゴと画面】 

【野菜摂取量充足度推定機器】 

令和５（2023）年９月から、板橋区商店街振興組合連合会が

運営する板橋区デジタル地域通貨アプリ「いたばし Pay」の健

康機能を利用し、歩数計測や健康データの入力、イベント参加

などの健康づくり活動に対して、いたばし Pay 加盟店で使用

できるポイントを付与しています。 

令和７（2025）年度からは、新たに健（検）診受診状況記録

機能を追加し、健康診断などの受診状況を記録した方へポイ

ントを付与し、自身の健康管理と受診勧奨につなげています。 

バランスのよい食生活をおくる人を増やすための動機付け

支援の一つとして、令和６（2024）年度から野菜摂取量充足度

推定機器を導入しています。 

機器の LED 光源に手をかざすという簡便な操作で皮膚のカ

ロテノイドレベルの測定を行い、過去１か月程度の野菜摂取

の状況を推定し、数値で示すことができます。 

区内各施設や学校教育、各種イベント等で広く活用し、区

民の食生活改善のきっかけづくりとしています。 

メンタルヘルスや精神疾患への正しい知識を持ち、メンタ

ルヘルスに課題を抱える人や家族に対して地域や職域で手助

けできる人（心のサポーター）の養成研修を実施し、精神疾

患の予防や早期介入につなげています。 

【心のサポーター認定カード】 
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（４）「おやこ」を支える多様な育児支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（５）クーリングシェルターの設置による熱中症対策の推進 

 

 

 

 

 

 

 

（６）各種健（検）診の実施による疾病の早期発見支援 

 

 

 

令和６（2024）年度から、児童福祉分野と母子保健

分野について一体的に相談支援を行う「こども家庭セ

ンター機能※」を整備・運営することで、妊娠期から出

産、子育てまで、切れ目のない支援体制を構築し、妊

産婦とその家族の健康を支えています。 

コロナ禍を機としたオンライン妊婦面接の導入やICT

機器を活用した多言語対応、多様な講座の開催など、

時代に即した支援を展開しています。 

熱中症特別警戒アラートが発表された場合、区内全

域（64 か所）の公共施設を、暑さをしのげる「クーリ

ングシェルター」として開放し、涼しい環境を確保す

ることが難しい区民を熱中症から守る体制を整備して

います。また、クーリングシェルターには「オリジナ

ルのぼり旗」を設置し、区民への啓発と認知度向上に

つなげています。 

 

【クーリングシェルターとして
開放した板橋区保健所・ 
板橋健康福祉センター】 

 区民の健康維持のため、健康診査や各種がん検診、成人歯科検診等を実施しています。 

板橋区では、国保特定健診や区民一般健診とセットで大腸がん検診を行うことで、高い受

診率を維持しています。また、成人歯科検診では受診対象者を拡充するなど、区民の健（検）

診の受診機会の拡充を図っています。 

 

※こども家庭センター機能 

令和４(2022)年の児童福祉法改正により、市区町村

に「こども家庭センター」の設置が努力義務化されま

した。板橋区では令和６(2024)年４月から、すべての

妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的な相談支援を行

う「切れ目のない子育て支援体制」を実現することを

目的として、健康福祉センターと子ども家庭総合支援

センター支援課で構成する「こども家庭センター機能」

を整備・運営しています。 

 

【児童福祉分野と母子保健分野の 
一体的な相談支援体制】 

【オンライン妊婦面接の様子】 

子ども家庭総合支援 

センター支援課 

児童福祉分野 母子保健分野 

一体的に 

相談・支援 

健康福祉センター 



第３章 計画の背景 

25 

 

３ 国や都の動向 

 

（１）健康日本 21（第三次）の推進 

◆ 厚生労働省は令和５（2023）年５月に「健康日本 21（第三次）」を公表し、「健康寿命の

延伸」と「健康格差の縮小」を重点目標に掲げ、全ての国民が健やかで心豊かに生活でき

る持続可能な社会の実現をめざしています。 
 

◆ 同計画では、デジタル技術の活用や地域及び民間事業者等の多様な主体との連携を通じた

健康づくりに取り組むとしています。また、子どもや高齢者など、ライフステージの特性

に応じた切れ目のない健康支援体制の構築を推進しています。 

 

（２）東京都健康推進プラン２１（第三次）の策定 

◆ 東京都は令和６（2024）年に、誰もが生涯にわたり健やかで心豊かに暮らせる社会をめざ

し、「東京都健康推進プラン２１（第三次）」を策定しました。 
 

◆ 同計画では、「健康寿命の延伸」と「健康格差の縮小」を総合目標に掲げ、都民と関係機

関が主体的かつ積極的に健康づくりに取り組めるよう、それぞれに期待される取組を具体

的に示すとともに、目標達成に向けて東京都が進めていく施策の方向性を明らかにしてい

ます。  

 

（３）歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の全部改正 

◆ 厚生労働省では、令和４（2022）年に実施した「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」

の最終評価を踏まえ、令和５（2023）年３月に「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項

（第二次）（歯・口腔の健康づくりプラン）」を策定し、歯と口腔の健康づくりを推進し

ています。 
 

◆ 同プランでは、歯と口腔における健康格差の縮小をめざし、地域の状況に合わせた歯科口

腔保健の推進を図ることとされています。 

 

（４）受動喫煙防止対策 

◆ 令和２（2020）年４月から、改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例が全面施行され

ました。 
 

◆ これに伴い、屋内施設が原則禁煙となり、飲食店などの屋内施設では禁煙店が増加しまし

た。また、店頭標識の掲示が広がったことにより、非喫煙者にとって望まない受動喫煙の

機会が大幅に減少しました。 
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（５）第４次食育推進基本計画の策定 

◆ 農林水産省では、食育基本法に基づき、食育を国民運動として推進するため、令和３（2021）

年３月に第４次食育推進基本計画を策定し、「生涯を通じた心身の健康を支える食育の推

進」と「持続可能な食を支える食育の推進」、「『新たな日常』やデジタル化に対応した

食育の推進」を重点事項として掲げています。 
 

◆ また、東京都においても令和３（2021）年３月に東京都食育推進計画を策定し、「持続可

能な社会・東京の実現に応える食育の推進」に取り組んでいます。 

 

（６）自殺総合対策の推進 

◆ 厚生労働省・警察庁が発表した「令和６年における自殺の状況」によると、自殺の原因と

して、こころの病気を含む「健康問題」を起因とするものが、令和５（2023）年、令和６

（2024）年と最も高くなっています。 
 

◆ また、昨今の自殺に関する状況について、国内の自殺者数は令和６(2024)年が 20,320 人と

なり、長い期間で見ると減少傾向にありますが、小中高生の自殺者数は、令和６(2024)年

が 529 人で過去最多となる等、新たな課題も生じています。 
 

◆ 国では、令和４(2022)年 10月に閣議決定された自殺総合対策大綱において、重点施策の１

つに「子ども・若者の自殺対策」を加えるとともに、令和５(2023)年６月には「こどもの

自殺対策緊急強化プラン」、令和７(2025)年９月には「こどもの自殺対策推進パッケージ」

が取りまとめられました。同プラン・同パッケージも踏まえ、国は、地方公共団体や民間

団体、国民等との連携・協働の下、誰も自殺に追い込まれることのないよう、包括的な支

援体制の整備とともに、子どもへの自殺対策を強力に推進するとしています。 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 

いたばし健康プラン 2030 

 

１ 基本理念 

２ 基本目標 

３ 施策体系 

４ 施策の内容 

５ 推進する事業 

６ 区民と関係機関の主な役割 
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４ いたばし健康プラン 2030 

 

板橋区基本構想における「将来像」及び「めざす姿」を踏まえ、本計画がめざす区民一人ひ

とりが健やかで心豊かに生活できる区の実現に向けた「基本理念」及び基本理念を実現するた

めの「基本目標」を設定します。また、基本目標を達成するための「施策」を体系化し、より

効果的に取組を進めていきます。 

 

基本理念 人生 100 年時代を迎える中、誰もが生涯を通じて生きがいを感じ、健

やかで心豊かに生活するためには、一人ひとりが心身の健康を持続でき

ることが重要です。 

本計画では、基本理念を「生涯にわたり健やかで自分らしく輝けるま

ち いたばし」とし、子どもから高齢者まで、誰もが自分にあった健康

づくりに取り組め、地域全体で支え合い、住み慣れた地域で自分らしく

生活できる環境づくりを推進します。 

  

基本目標 基本理念の実現に向け、下記を基本目標に定め、健康づくりに取り組

んでいきます。 

基本目標１ いつまでも「いきいき」と（健康寿命の延伸） 

基本目標２ 「こころ」も「からだ」も健やかに（健康実感度の向上） 

  

施策体系  基本目標を達成するため、「健康な生活習慣」「生涯にわたる健康づ

くり」「健康を育むまちづくり」の３つを基本施策に定めるとともに、

それぞれの基本施策には、関連が特に深く、対策が必要な項目を「分野」

として設定し、体系的に施策を推進します。 
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健康プラン 2030 全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策２ 
生涯にわたる
健康づくり 

施策１ 
健康な生活習慣 

   施策３  
健康を育む 
まちづくり 

女性の健康 

おやこ 

の健康 

高齢者 

の健康 
生涯活躍の 

まちづくり 

自然と健康に 

なれる環境づくり 

健康を支える 

保健医療環境 

の整備 

栄養・食生活 

休養・睡眠 身体活動・運動 

適正な飲酒 禁煙 

歯と口腔の健康 こころの健康 

健康寿命の延伸

健康実感度の向上

基本理念  
生涯にわたり健やかで 
自分らしく輝けるまち 

いたばし 

い
つ
までも いきいき

と

こ

こ
ろ

も
からだ も健や

か

に

 

区民 
保健医療 
関係団体 

教育機関 

地域団体 

板橋区 

事業者 

多様な主体が健康づくりを推進 

健康づくりを推進する３つの視点 

区が推進する施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トランス 

フォーメーション戦略 
ブランド戦略 生きがい創出 
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＜各施策の役割＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

＜分野ごとの取組一覧＞ 

施策 分野 分野別目標 取組の方向性 ページ 

健
康
な
生
活
習
慣 

栄養・ 

食生活 

バランスのよい食生活

を実践できる人を増やす 

①バランスのよい食生活の推進 

②減塩の必要性についての普及啓発 

③適正体重の維持に向けた取組の推進 

P37～P39 

身体活動 

・運動 

日常生活における身体

活動量や運動量の増加

に取り組む人を増やす 

①１日 8,000 歩（シニア期は 6,000 歩）以上

の歩行達成に向けた普及啓発 

②習慣的な運動の実施に向けた周知啓発や環

境づくり 

P40～P41 

休養・ 

睡眠 

より良い睡眠がとれて

いる人の割合を増やす 

①より良い睡眠に関する普及啓発 

②かかりつけ医などへの相談の推奨 

③ワーク・ライフ・バランスの推進 

P42～P43 

適正な 

飲酒 

生活習慣病のリスクを

高める量の飲酒をして

いる人の割合を減らす 

①飲酒に関する正しい知識の普及啓発 

②母子保健事業を通じた、妊婦・授乳中の女

性の飲酒防止に関する普及啓発 

③アルコール問題解決に向けた多様なネット

ワークの整備 

P44～P45 

禁煙 
禁煙を支援し、喫煙率

を下げる 

①喫煙に関する正しい知識の普及啓発 

②禁煙の推奨及び禁煙への取り組み支援 
P46～P47 

歯と口腔

の健康 

生涯にわたり、歯と口の

健康づくりに自ら取り

組む人を増やす 

①かかりつけ歯科医における予防管理の定着 

②むし歯予防、歯周病予防に配慮したセルフ

ケアの推進 

③食べる力の習得・維持・向上の推進 

P48～P49 

こころの

健康 

ストレスに上手に対処

できている人の割合を

増やす 

①こころの健康に関する知識の普及啓発 

②地域におけるこころの健康に関するネット

ワークの強化 

③自殺対策計画との連携 

P50～P51 

   

 

シニア期 
（65 歳～） 

成人期 
（20 歳～64 歳）  

青年期 
（15 歳～19 歳） 

学齢期 
（６歳～14 歳） 

胎児期 
乳幼児期 
（～５歳） 

壮年期 
（40 歳～64 歳） 

施策 1 健康な生活習慣 ライフステージごとの基本的な生活習慣の改善 

施策３ 健康を育むまちづくり 健康づくり環境の整備 

 

 

 

 

高齢者の健康 

早期からのフレイル予防・社会参画 

おやこの健康 

親の健康を支援 

おやこの健康 

健康な生活習慣の定着 

施策２ 生涯にわたる健康づくり 特に重要な年代・性別の特性に合わせた健康づくり 

女性の健康 

女性特有の健康課題への対応 

支える 

自然と健康になれる環境づくり 
誰もが取り組める健康づくり環境の整備 

生涯活躍のまちづくり 
社会参加・生きがい創出 

健康を支える保健医療環境の整備 
相談体制の整備・熱中症予防等 
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施策 分野 分野別目標 取組の方向性 ページ 

生
涯
に
わ
た
る
健
康
づ
く
り 

おやこの

健康 

健康な生活習慣を身に

付けている乳幼児を増

やすとともに、おやこの

健康を支える環境を整

備する 

①母子保健・健康教育の推進 

②絵本の世界観を活用した周知啓発 

③親の健康支援の推進 

④家庭内事故の予防 

P52～P54 

高齢者の

健康 

元気でいきいきと暮らす

高齢者の割合を増やす 

①フレイル予防や望ましい生活習慣の実践に

関する普及啓発 

②地域のつながりを生かした健康づくりの推進 

③高齢者の社会参加・活動支援 

P55～P57 

女性の 

健康 

ライフステージに応じ

た健康づくりを実践し

ている女性の割合を増

やす 

①女性の健康問題に関する知識の普及啓発 

②女性の様々な健康問題や悩みを相談しやす

い体制の整備 

③勧奨すべき世代に向けたがん検診の受診勧 

奨と予防接種の周知啓発 

P58～P59 

健
康
を
育
む
ま
ち
づ
く
り 

自然と 

健康にな

れる環境 

づくり 

自身の健康に関心をも

ち、自然と健康な行動を

とることができる環境

を整備する 

①多様な健康教育の推進 

②各種健（検）診の実施と受診率の向上 

③健康な生活習慣の実践に繋がる環境の整備 

P60～P62 

生涯活躍

のまち 

づくり 

社会との「つながり」を

醸成し、誰もが生涯地

域で活躍できる環境を

整備する 

①地域資源を活用した健康づくり 

②社会活動への参加促進 
P63～P65 

健康を支

える保健

医療環境

の整備 

安心・安全に健康を維

持できる体制が確保さ

れ、生涯にわたり健やか

に生活できる環境を整

備する 

①療養相談窓口や休日・平日夜間診療の充実 

②熱中症予防の推進 

③予防接種の推進 

④ＡＥＤの設置推進 

⑤健康危機に対する体制の整備 

P66～P68 

 

＜健康づくりを推進する３つの視点＞ 

 

 

 

  

 

  

 

 

生きがい創出 

トランス 

フォーメーション戦略 

ブランド戦略 

いた Pay健幸ポイントの更なる活用やマイナンバーカード等を用いた医療

DXの推進など、健康分野における DX（デジタルトランスフォーメーショ

ン）等に取り組みます。 
区のブランド戦略である「絵本のまち板橋」をテーマとしたおやこ健康

手帳（母子健康手帳）の配布や「子どもに寄り添うこころの絵本」の活

用など、誰にでも親しみやすく分かりやすい事業を展開します。 

地域におけるボランティアやグループ活動への参加支援、高齢者向けの

健康講座や就労支援の実施など、誰もが生涯地域で活躍できる環境を整

備します。 
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１ 基本理念 

 

板橋区では、板橋区基本構想において、概ね 10 年後を見据えた区の将来像を「未来をひら

く 緑と文化のかがやくまち“板橋”」とし、その実現に向けた健康分野における「めざす姿」

を「すべての人が健康で自分らしく輝けるまち」としています。 

人生 100年時代を迎える中、誰もが生涯を通じて生きがいを感じ、健やかで心豊かに生活す

るためには、一人ひとりが心身の健康を持続できることが重要です。 

本計画では基本理念を以下のように掲げ、健康施策を推進していきます。 
 

 

 

 
 
 

この基本理念には、単に病気がないという状態だけでなく、身体的・精神的・社会的に良好

な状態をめざす包括的な健康観が込められています。 

子どもから高齢者まで、誰もが自分にあった健康づくりに取り組め、地域全体で支え合い、

誰もが住み慣れた地域で自分らしく生活できる環境づくりを推進します。 

また、年齢や性別、社会経済的状況にかかわらず、区民一人ひとりが健康の恩恵を享受でき

るまちの実現をめざします。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 生涯にわたり健やかで自分らしく輝けるまち いたばし 

 Column 

＜板橋区基本構想における健康分野のめざす姿＞ 

 板橋区基本構想は、将来の板橋区の望ましいまちの姿を示すものであり、区政の長期的指針

として、区はもとより区民一人ひとりや地域の様々な団体、関係機関など区内のあらゆる主体

が共有するものです。本計画では、この基本構想の理念や将来像に基づき、基本理念や基本目

標、施策の方向性を定めます。 

 住み慣れた地域で誰もがスポーツや文化、ボランティアなど社会参加活動を通じて、心身と

もに健やかであり続け、生きがいを実感しています。 

医療機関、介護事業者、研究機関、民生・児童委員、地域で活動している様々な団体などの

豊富な地域資源がまちを支え合い、一人ひとりの健康や生きがいづくりをともに支えています。 

子どもから高齢者まで、健康状態に関わらず、誰もが自分にあった健康づくりに取り組める

仕組みが整っています。また、コロナ禍の経験を踏まえ、今後起こりうる新たな感染症などに

よる健康危機への対策が講じられ、安心・安全に健康を維持できる体制が確保されています。 

基本構想における 
健康分野のめざす姿 

 すべての人が健康で自分らしく輝けるまち 

 
人生 100 年時代を迎える中、誰もが生涯を通じて生きがいを感じ、幸せを実感するために

は、一人ひとりが健康を持続できるまちづくりを進めることが大切です。すべての人が健康で

自分らしく輝けるまちをめざします。 
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２ 基本目標 
 

計画の理念である「生涯にわたり健やかで自分らしく輝けるまち いたばし」の実現に向け、

本計画では、以下の２点を基本目標として設定します。 
 

 基本目標１ いつまでも「いきいき」と（健康寿命の延伸） 

 

人生 100年時代を迎えた今、単に長く生きるだけでなく、いかに充実した時間を過ごせるかが

真の幸せにつながります。健康寿命とは、心身ともに自立し、自分らしく活動的に暮らせる期間

のことであり、この健康寿命を延ばすことは、区民一人ひとりの生活の質を高めるだけでなく、

社会全体の活力を維持する鍵となります。 

また、健康寿命の延伸は、医療や介護の負担軽減という社会的課題への対応策でもあり、持続

可能な地域社会の実現に不可欠な目標です。 

板橋区では健康寿命の指標として、都内の区市町村ごとに比較ができ、毎年算出が可能な 65歳

健康寿命（東京保健所長会方式）を用います。65 歳健康寿命とは、65 歳時における平均自立期

間、つまり 65歳の方が心身ともに自立して生活できる期間を表します。 
 

 基本目標２ 「こころ」も「からだ」も健やかに（健康実感度の向上） 

 

健康とは、単に病気がないことだけではなく、「こころ」と「からだ」のどちらも健やかで、

自分自身が「健康である」と実感できることが本質です。「健康実感度」は、区民が自らの健康

状態をどのように感じているかを表す重要な指標であり、客観的な健康指標だけでは測れない総

合的な健康状態を示します。 

自分の健康に対する前向きな認識は、健康的な行動の継続や生活の質の向上につながり、「自

分らしく輝ける」基盤となります。身体的健康だけでなく、精神的・社会的に良好な状態を区民

一人ひとりが享受できる環境づくりをめざします。 

なお、健康実感度は、区民健康意識調査にて自身の健康状態について前向きな認識を持ってい

ると回答した人の割合から算出することとします。 
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 Column 
 

健康寿命とは、心身ともに自立し、自分らしく活動的に暮らせる期間を表す指標ですが、

健康の定義や測定の違いにより、様々な算出方法があります。 

 65歳健康寿命 
（東京保健所長会方式） 

健康寿命 
（日常生活に制限のない期間の平均） 

算出方法 

 
65 歳の人が要支援・要介護認定を受

けるまでの自立期間（客観データ）

の平均に、65 歳を足して算出する。 

 
０歳の人が日常生活に制限を受ける

までの期間（主観データ）の平均を

算出する。 

 

 

算出可能な自治

体の最小単位 
区市町村 都道府県 

区の現状値 

（令和５年） 

【要介護２】 

男性：82.38 歳 女性：85.91 歳 

【要支援１】 

男性：80.84 歳 女性：82.90 歳 

― 

算出に使用する 

データ 

要介護・要支援認定者数 

（介護保険事業状況報告） 

及び人口、死亡者数等 

アンケート調査 

（国民生活基礎調査）の結果 

及び人口、死亡者数等 

算出頻度 毎年 

３年に１回 

※国民生活基礎調査 

（大規模調査）が実施される年 

 

 

＜健康寿命の算出方法＞ 

＜健康実感度の調査結果＞ 

日常生活に制限のない期間 ＋65 歳 

65 歳健康寿命 

要介護・要支援認定 

までの自立期間 

健康寿命 

 健康実感度は、区民が自らの健康状態をどのように感じているかを表す指標であり、身体的

健康だけでなく、精神的・社会的に良好な状態を享受できているかを判断する重要な指標です。

この健康実感度をいかに向上させていくかが、本計画の重要な課題となります。 

17.5 

16.6 

17.1 

56.7 

56.3 

56.4 

21.4 

23.3 

22.5 

4.0 

3.2 

3.5 

0.4 

0.6 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性

男性

全体 よい

まあまあよい

あまりよくない

よくない

不明

 出典：区民健康意識調査（令和６年） 

＜自分の健康状態をどのように感じているか＞ 
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３ 施策体系 

 

基本理念「生涯にわたり健やかで自分らしく輝けるまち いたばし」及び基本目標「いつまで

も『いきいき』と（健康寿命の延伸）」、「『こころ』も『からだ』も健やかに（健康実感度の

向上）」を実現するためには、様々な視点から施策を推進していく必要があります。 

そのため、本計画では、基本理念と基本目標を推進するための「基本施策」を３つ定め、健康

づくりを推進していきます。また、それぞれの基本施策には、関連が特に深く、対策が必要な項

目を「分野」として設定し、体系的に施策を推進します。 

加えて、それらの健康づくり施策を推進する新たな視点として、「いたばし No.1 実現プラン

2028」の３つの戦略を踏まえ、「トランスフォーメーション戦略」「ブランド戦略（絵本のま

ち板橋）」「生きがい創出」を取り入れ、より効果的な健康づくりに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

（１）健康な生活習慣 

健康寿命を延ばし、毎日を充実して過ごすための基盤となるのが、健康な生活習慣です。 

適切な食生活は私たちの体を内側から支え、適度な運動は心身の活力を高め、十分な休養

は疲れを癒し明日への活力を生み出します。 

これらの要素がバランスよく組み合わさることで、生活習慣病の予防につながり、心身と

もに健やかな日々を送ることができます。 

健康づくりは特別なことではなく、日常の小さな選択の積み重ねです。区民一人ひとりが

自分の健康に関心を持ち、自分の生活リズムに合った無理のない方法で、主体的に健康づく

りに取り組む姿をめざし、施策を推進します。 

 

 【施策を構成する分野】 

 

 

 

 

 

 

 

 

栄養・

食生活

身体活動・
運動

適正な

飲酒

歯と口腔
の健康

こころの
健康

禁煙

休養・

睡眠

施策１

健康な生活習慣

区民一人ひとりに特に身に付けてもらいた

い健康づくりの基本となる生活習慣の「栄

養・食生活」「身体活動・運動」「休養・睡

眠」「歯と口腔の健康」と、健康に大きな影

響を与える「適正な飲酒」「禁煙」「こころ

の健康」の７分野とします。 

➢「いたばし No.1実現プラン 2028」の３つの戦略 

「いたばし No.1 実現プラン 2028」とは、「板橋区基本計画 2035」の基本政策に沿った区政を展開

するための短期的なアクションプログラムであり、分野横断的に取り組む、戦略的取組を掲げています。 

 

 

 

 「ウェルビーイング戦略（ひと）」 

 「クリエイティブ戦略（まち）」 

 「トランスフォーメーション戦略（みらい（しくみ））」 

3つの
戦略 
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（２）生涯にわたる健康づくり 

人生 100年時代を健やかに過ごすためには、人生の各段階に応じた健康づくりを切れ目な

く支えていくことが重要です。 

子どもの頃に培われる健康な生活習慣は、生涯の健康の土台となります。青年期には将来

を見据えた健康意識の向上を、成人期には仕事と健康の両立を、シニア期には活動的な生活

の維持が重要です。 

胎児期からシニア期に至るまでの人の生涯を、ひとつのつながりとして捉えた健康づくり

（ライフコースアプローチ）の視点を取り入れ、生涯にわたる健康づくりにおいて特に重要

となる年代や性別の特性に合わせた健康づくりを推進し、区民一人ひとりが年齢を重ねるご

とに健康への自信と喜びを感じられる姿をめざします。 
 

 【施策を構成する分野】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）健康を育むまちづくり 

健康づくりは個人の努力だけでなく、それを支える環境が重要です。健康的な選択が自然

にできる社会環境は、一人ひとりの健康行動を無理なく継続させる力となります。また、地

域全体で健康を大切にする文化を育み、多様な主体が連携して健康づくりを支えることが必

要です。 

区民一人ひとりが地域社会で活躍・貢献しながら健やかに生活できる姿をめざし、地域団

体やグループ、NPO 等の多様な主体との「つながり」を醸成するとともに、地域の特性や資

源を活かした健康づくり環境を整えることで、区民一人ひとりが自分らしく、いきいきと暮

らせるまちづくりを推進していきます。 
 

【施策を構成する分野】 

 

 

 

 

おやこの

健康

高齢者の

健康
女性の健康

施策２

生涯にわたる
健康づくり

 

自然と
健康になれる
環境づくり

生涯活躍の
まちづくり

健康を支える
保健医療環境

の整備

施策３

健康を育む
まちづくり

成長してからの健康状態に大きな影響を与え

る子どもの健康と、子どもの健康に対し重要な

役割を担う親の健康を一体的に支える「おやこ

の健康」、高齢化社会において活力ある社会の

源となる「高齢者の健康」、ライフステージご

とに女性ホルモンが劇的に変化するという特性

をもち、ライフステージごとの健康課題への対

処が必要となる「女性の健康」とします。 

普段の生活の中で自然と健康的な行動を選択

することができる「自然と健康になれる環境づ

くり」、誰もが生涯地域で活躍できる環境を整

備する「生涯活躍のまちづくり」、また、それ

らの健康づくりを下支えする「健康を支える保

健医療環境の整備」とします。 
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４ 施策の内容 

 

（１）健康な生活習慣 

ア 栄養・食生活 
 

分野別目標  

バランスのよい食生活を実践できる人を増やす 

 

【目標設定の理由】 

◆ 生涯にわたり健やかな生活を送るためには、主食・主菜・副菜がそろったバランスのよい食

生活を実践し、生活習慣病（高血圧、糖尿病、脂質異常症等）の予防につなげることが重要

です。 

◆ 規則正しい生活習慣の形成、朝食の摂取、適正体重の維持、減塩等を意識することが必要で

す。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

【現状と課題】 

◆ 主食・主菜・副菜がそろった食生活の推進 

前計画の最終評価では、バランスのよい食事を毎日２回以上とっている人の割合が成人期に

おいて 51.3％、シニア期において 75.8％と、中間評価時より減少しています。 

また、多様な生活スタイルの拡大により、特に若い世代の朝食欠食の割合が増加しています。 

主食・主菜・副菜がそろった食生活に関する普及啓発が必要です。 
 

◆ 減塩意識の更なる向上 

国民健康・栄養調査（令和５年）によると、日本人は国が定めた１日の食塩摂取目標量（成

人男性：7.5ｇ未満、成人女性：6.5ｇ未満）よりも２ｇ以上多くとっています。また、国保

データベース（KDB）によると、区の国保特定健診受診者（40 歳以上）の３割以上が高血圧

で服薬中と、国や都と比べて割合が高い状況にあります。 

減塩に関する意識向上に向けた取り組みや環境づくりが必要です。 
 
 

第５章 

板橋区 

食育推進計画 

栄養・食生活の分野では、「いたばし健康プラン 2030」に包含する形で策定してい

る「板橋区食育推進計画」（第５章）の取り組みを踏まえ、特に身に付けてもらいたい

基礎的な内容を記載します。 

第５章では、健康増進につながる食生活の内容に加え、食文化や食に関わる社会環境

の整備等、様々な観点から「食育」に関する目標や方向性を定め、望ましい食生活の実

践に取り組む区民が増加するよう、総合的に食育を推進します。 
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◆ 適正体重の維持に向けた支援 

エネルギーや食塩の過剰摂取、朝食欠食等の食習慣の乱れにより起因する肥満、やせは、生

活習慣病や低栄養等の課題につながっています。 

体重は各ライフステージにおいて、それぞれ主要な生活習慣病や健康状態との関連が強くあ

ります。肥満はがん、循環器病、２型糖尿病との関連があります。若年女性のやせは、骨量

減少、低出生体重児出産のリスク等と関連があります。また、高齢者は、肥満よりもやせの

方が死亡率が高くなるため、適正体重の維持に向けた普及啓発が必要です。 
 

【望ましい姿】 

◆ １日３食、規則正しく、主食・主菜・副菜がそろったバランスのよい食事をとっています。 

◆ 減塩を意識し、食塩のとりすぎに気を付けた食生活をおくっています。 

◆ 外食や中食等も上手に利用しながら、自身の生活習慣にあった食生活を心掛けています。 

◆ 適正体重の維持ができています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組の方向性】 

① バランスのよい食生活の推進 

主食・主菜・副菜がそろったバランスのよい食事について、ライフステージや生活スタイル

に応じた食生活の支援を行います。特に、イベント、講座、SNS、動画配信等の様々な手段を用

いて、望ましい食生活についての興味や関心を深めていきます。また、野菜摂取量充足度推定

機器を活用した食育事業や保育園・学校の給食等を通じて、食育の重要性の啓発を行います。 
 

② 減塩の必要性についての普及啓発 

高血圧をはじめとする生活習慣病予防の 1つとして減塩があります。減塩の必要性や食塩が

多く含まれる食品や料理等について、各種健診やイベントでの周知及び食品表示の活用も含め

た情報提供を行います。特に、スーパーマーケットにおける減塩 POP（ポップ）の掲示や、給

食施設指導を通じて、減塩に取り組みやすい環境を整備します。 
 

③ 適正体重の維持に向けた取組の推進 

体重は日頃の食習慣や活動の積み重ねにより増減するため、普段から栄養バランスに配慮し

た食事をとり、適正体重を維持するよう心掛けることが必要です。また、ゆっくりよくかむこ

とで、食べすぎを抑制したり、消化吸収を助けることにつながります。週に１回以上の体重を

量るとともに、かむことの重要性について普及啓発を行います。 

➢ 中食（なかしょく） 

飲食店などで調理された食品を買って帰り、自宅や職場で食べる

食事形態のことです。外食と内食の中間に位置する食事形態で、

コンビニ弁当やお惣菜、デリバリーなどが含まれます。 

中食は、食事の準備や調理の手間を省けるため、便利な食の選択

肢となっていますが、栄養バランスや食塩摂取量に注意して選ぶ

ことが大切です。 
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【分野別目標の指標】 

No 指標 対象 現状値 基準年度 目標値 出典 

１ 

主食・主菜・副菜が

そろった食事を 

とっている人の割合 

成人期 51.3% 

令和６年 

54% 

区民健康 

意識調査 

２ 
食品中の食塩を確認

している人の割合 
成人期 58.1% 60% 

３ 

適正体重※を維持 

している人の割合 

成人期

（36歳～

64歳） 

61.1%    

令和５年 

62% 
国保特定 

健診 

（国保データ

ベース） 
４ シニア期 54.0% 54.5% 

※ 適正体重の範囲 

36 歳～64 歳：BMI 18.5 以上 25 未満、65 歳～：BMI 20 を超え 25 未満 

 

＜BMI とは＞ 

「Body Mass Index/ボディ マス インデックス」の略で、身長と体重から算出する体格指数のことをいう。 

この指数によって肥満や低体重（やせ）を判定し、健康状態の目安とする。 

  BMI の計算式：体重 kg ÷ (身長 m)２ 
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イ 身体活動・運動 
 

分野別目標  

日常生活における身体活動量や運動量の増加に取り組む人を増やす 

 

【目標設定の理由】 

◆ 身体活動量や運動量の多い人は、少ない人と比較して２型糖尿病、循環器病、うつ病、認知

症等の発症・罹患リスクが低いことが分かっています。一方で、様々なものの自動化や移動

手段の多様化等の社会環境の変化により、日頃の身体活動量や運動量は減少してきています。 

◆ 疾患を予防するためには、歩数増加や習慣的な運動の実施等を通じて、日常生活における身

体活動量や運動量の増加に取り組むことが重要です。 

 

【現状と課題】 

◆ 1日あたりの平均歩数の向上に向けた取組 

国の「健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023」では、成人の男女に対し 1日 8,000 

歩以上、高齢者の男女に対し1日6,000歩以上の歩行に相当する身体活動を推奨しています。

区民健康意識調査によると、1 日あたりの平均歩数は、いずれの性・世代でも目標に届いて

おらず、また、前回の調査と比較して歩数が減少しています。 

ライフステージに応じた目標歩数の達成のため、歩数増加に向けた取組が必要です。 
 

 ＜区民の平均歩数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

出典：区民健康意識調査（各年） 

 

◆ 一人ひとりのライフスタイルに合わせた運動習慣の定着支援 

前計画の最終評価では、行動目標「運動習慣をつける」について、前計画の策定時に比べて

すべての世代で改善が見られました。一方で、小学生や成人期女性、シニア期男性など、中

間時より後退傾向にある世代もあります。社会が多様化し、様々なライフスタイルの区民が

いる中で、各々に適した運動習慣の定着支援が必要です。 

 

 

7,416 7,332 

6,166 
7,301 6,427 

5,863 

5,392 

5,886 
5,036 

5,843 

4,936 4,854 

4,000 歩

4,500 歩

5,000 歩

5,500 歩

6,000 歩

6,500 歩

7,000 歩

7,500 歩

8,000 歩

平成25年 平成29年 令和６年

成人期男性

成人期女性

シニア期男性

シニア期女性
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【望ましい姿】 

◆ 多くの区民が、１日の歩数 8,000歩(シニア期は 6,000 歩)以上を達成しています。 

◆ 週２回以上の習慣的な運動に取り組んだり、運動の機会や時間を確保することが難しい人は、

日常生活の中で身体活動量を増やせるよう、心がけています。 

◆ 身体活動量や運動量の増加に取り組みやすい環境が整備されています。 

 

【取組の方向性】 

① １日 8,000 歩（シニア期は 6,000歩）以上の歩行達成に向けた普及啓発 

区のイベントや事業を通じて、歩くことの重要性を啓発します。また、ウォーキングマップ

の活用や、いた Pay 健幸ポイント事業を活用したインセンティブ付与により、歩数増加の意欲

向上を図ります。 
 

② 習慣的な運動の実施に向けた周知啓発や環境づくり 

区のイベントや、健康福祉センター、生涯活躍推進課等が実施する事業を通じて、体を動か

すことの重要性の啓発や個々のライフスタイルに応じた運動に関する指導を行います。 

また、区立体育施設の活用や体育館で行われるプログラム等の周知を通じて、誰もが運動を

実施しやすい環境づくりに取り組みます。 

 

【分野別目標の指標】 

No 指標 対象 現状値 基準年度 目標値 出典 

１ 
1日 8,000 歩を達成 

している人の割合 
成人期 27.9% 

令和６年 

35% 

区民健康 

意識調査 

２ 
1日 6,000 歩を達成 

している人の割合 
シニア期 34.3% 40% 

３ 

運動やスポーツを 

習慣的（週１回以上）

にしている子どもの 

割合 

小学生 82.3% 90% 

中学生 78.5% 85% 

４ 

運動習慣（１回 30分、

週２回、１年以上の運

動）のある人の割合 

成人期 30.2% 35% 
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ウ 休養・睡眠 
 

分野別目標  

より良い睡眠がとれている人の割合を増やす 

 

【目標設定の理由】 

◆ 睡眠には、1 日の活動で蓄積した疲労やストレスから回復させる重要な役割があるため、適

度な長さで、睡眠休養感がある「より良い睡眠」を日常生活の中に取り入れることが重要で

す。 

◆ 区民健康意識調査では、「睡眠によって休養が十分にとれている」と感じている睡眠休養感

が高い人ほど、健康実感度も高い傾向にあることが分かっています。 

◆ 日常的に、量（睡眠時間）だけでなく質（睡眠休養感）も十分な「より良い睡眠」の確保を

推進し、心身の健康増進をめざします。 

 

【現状と課題】 

◆ 睡眠による休養感の向上支援 

前計画の最終評価では、成人期・シニア期で「睡眠によって十分な休養がとれている人の割

合」が減少傾向にありました。睡眠不足の理由は、仕事や家庭に関することなど様々ですが、

心身の健康維持に重要な睡眠について、量と質の確保に向けた取り組みが必要となっていま

す。 

また、十分な睡眠時間を確保できても、不眠症などの睡眠障害により、良い睡眠がとれない

場合があります。休養感を得られる睡眠の必要性や、睡眠不足が改善しない場合の医療機関

の受診など、適切な睡眠をとるための普及啓発が必要となっています。 

 

＜睡眠によって十分な休養がとれている人の割合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.7%
66.4%

60.0%

84.3%
81.4%

74.6%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成25年 平成29年 令和６年

成人期

シニア期

出典：区民健康意識調査（各年） 
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【望ましい姿】 

◆ 日常的に睡眠休養感が高い睡眠をとり、心身の健康を保持できています。 

◆ 眠ろうとしても眠れないことが続いて改善しない場合には、医療機関を受診するなど、改善

に向けた対応を早期にとることができています。 

 

【取組の方向性】 

① より良い睡眠に関する普及啓発 

睡眠に関する健康講座を実施し、睡眠が健康に与える効用や睡眠休養感が高い睡眠をとるた

めの生活習慣について、知識の普及啓発を行います。  
 

② かかりつけ医などへの相談の推奨 

睡眠障害には、不眠症やうつ病、睡眠時無呼吸症候群、更年期障害などの様々な疾患が隠れ

ている可能性があることから、適宜かかりつけの医療機関に相談するよう啓発を行います。 
 

③ ワーク・ライフ・バランスの推進 

東京都の健康に関する世論調査（令和７年）によると、睡眠不足の理由として「就業時間・

帰宅時間が遅い（残業等による）」が 33.3％と上位に位置しています。 

 「睡眠」の量と質の確保につながるワーク・ライフ・バランスについて、ワーク・ライフ・

バランス推進企業の表彰や啓発冊子の作成等を通じて重要性の啓発を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【分野別目標の指標】 

No 指標 対象 現状値 基準年度 目標値 出典 

１ 
睡眠によって十分な休養が 

とれている人の割合 

成人期 

シニア期 
66.0% 

令和６年 

70% 

区民健康

意識調査 

２ 
睡眠時間が６～９時間の人の

割合 
成人期 59.3% 60% 

３ 
睡眠時間が６～８時間の人の

割合 
シニア期 64.1% 65% 

４ 
ワーク・ライフ・バランスを 

実現している人の割合 
成人期 39.2% 45% 

 

 

 

 

 

【睡眠不足の理由】 

東京都が令和７年３月に公表した「健康に関する世論調査」では、

睡眠不足の理由について、「眠りが浅い」や「終業時間・帰宅時間

が遅い（残業等による）」などが挙げられています。 

年齢や性別により主たる理由は異なりますが、近年増加傾向にあ

るテレビ・ゲーム等を理由とした睡眠不足は、特に若年層ほど割合

が高くなっています。 

就寝前の電子機器の使用は、睡眠の量だけではなく、睡眠の質に

も影響するため注意が必要です。 

睡眠不足の理由(複数回答可) 

１.眠りが浅い・・・・40.8% 

２.終業時間・帰宅時間が遅い 

（残業等による）・・・33.3% 

３．寝つきが悪い・・・28.9% 

４．テレビ、ゲーム、スマート

フォン、パソコン等・・・26.6% 

５．家事・・・22.2% （以下略） 
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エ 適正な飲酒 
 

分野別目標  

生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしている人の割合を減らす 

 

【目標設定の理由】 

◆ 過度な飲酒は、肝疾患、がん、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病を引き起こすとされて

いるほか、睡眠に与える悪影響やこころの健康との関連も指摘されています。 

◆ 飲酒による影響には個人差があり、年齢、性別、体質の違いなどによって、それぞれ受ける

影響が異なります。特に女性は男性に比べて、少ない飲酒量でも飲酒による肝臓障害などを

起こしやすい特徴があります。 

◆ 個人の特性に応じた飲酒の健康影響や、適正な飲酒に関する知識の普及啓発を行い、生活習

慣病のリスクを高める量を飲酒している人の割合を減らしていく必要があります。 

 

【現状と課題】 

◆ 年代や個人の特性、置かれている状況に応じた適正な飲酒の更なる普及啓発 

前計画の最終評価では、20 歳未満の者、妊娠中、授乳中の飲酒率は改善傾向にありました。

また、生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしている人の割合においても、改善傾向にあ

りました。 

引き続き、年齢や性別、アルコール代謝能力の個人差など、個人の特性に応じた飲酒に関す

る正しい知識について啓発が必要です。 

特に、妊婦・授乳中の女性においては、飲酒率０％を達成するため、飲酒による胎児・乳児

への影響の啓発が引き続き重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 生活習慣病のリスクを高める飲酒量 

がん、高血圧、脳出血等の生活習慣病発症リスクは、飲酒量が増えれば増えるほど上昇す

ることが分かっています。1日当たりの純アルコール摂取量に換算して、20歳以上の男性で

40ｇ以上、20歳以上の女性で 20ｇ以上の飲酒は、生活習慣病のリスクを高めると言われてい

ます。 

アルコールによる影響は個人差があり、年齢や性別、体質、その時の体調等により影響が

変わることに注意が必要です。 
 

＜主な酒類の純アルコール量換算の目安＞ 

 

 

 

 

 

ビール（５％） 
 
中瓶１本 

500ml で約 20g 

清酒（15％） 
 
１合 

180ml で約 22g 

ワイン（12％） 
 
１杯 

120ml で約 12g 

焼酎（25％） 
 
１合 

180ml で約 36g 

ウイスキー・ 

ブランデー（43％） 
 
ダブル 60ml で 

約 21g 

チューハイ（７％） 
 
缶１本 

350ml で約 20g 

出典：東京都健康推進プラン 21（第三次）を基に作成 
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【望ましい姿】 

◆ 飲酒の健康影響を正しく理解し、飲酒する場合は生活習慣病のリスクを高めない、健康に配

慮した飲酒を心がけています。 

◆ 20歳未満の者、妊婦、授乳中の女性は飲酒していません。 

 

【取組の方向性】 

① 飲酒に関する正しい知識の普及啓発 

区民まつりや講演会などの各種イベントを通じて、飲酒が及ぼす健康への影響や飲酒に関す

る正しい知識の普及啓発を実施します。 
 

② 母子保健事業を通じた、妊婦・授乳中の女性の飲酒防止に関する普及啓発 

妊婦面接や乳幼児健診において、妊婦・授乳中の女性の飲酒が及ぼす胎児・乳児への影響等

について、普及啓発を行います。 
 

③ アルコール問題解決に向けた多様なネットワークの整備 

 お酒の悩み相談会や家族向けの酒害ミーティングを専門機関と連携して実施し、当事者だけ

でなく家族や周囲の人々の協力体制を整備するなど、アルコール問題解決に向けた多様なネッ

トワークを整備します。 

 

 

 

 

 

【分野別目標の指標】 

No 指標 対象 現状値 基準年度 目標値 出典 

１ 
生活習慣病のリスクを

高める量の飲酒を 

している人の割合 

成人期男性 15.3% 

令和６年 

10% 

区民健康

意識調査 

２ 成人期女性 10.1% 10% 

３ 
過去にお酒を飲んだ 

経験のある人の割合 
青年期 14.3% 0% 

４ 

妊娠中・授乳中にお酒

を飲んだことのある人 

の割合 

４か月児健診

を受診した 

母親 

妊娠中 

0% 
0% 

授乳中 

6.4% 

 

【適正な飲酒のポイント】 

①自らの飲酒状況等を把握する ②あらかじめ量を決めて飲酒する ③空腹での飲酒は避ける 

④飲酒の合間に水を飲む  ⑤１週間のうち、飲まない日を設ける 
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オ 禁煙 
 

分野別目標  

禁煙を支援し、喫煙率を下げる 

 

【目標設定の理由】 

◆ 喫煙は、がんや循環器病、COPD等の呼吸器疾患、糖尿病、歯周疾患等のリスクを高め、妊娠

中は胎児への悪影響が大きいと言われています。また、近年若い世代を中心に普及している

加熱式たばこや電子たばこの将来的な健康影響や、望まない受動喫煙についても問題となっ

ています。 

◆ 正しい知識の普及啓発と禁煙を支援し、禁煙に取り組む人や禁煙を望む人を増やすことで、

喫煙者を減らします。 

 

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】 

◆ 喫煙・受動喫煙による健康影響の普及啓発 

区民健康意識調査によると、区民の喫煙率は 14.8％であり、全国平均の 15.7％より低くな

っていますが、喫煙率減少に向けた更なる取組を進めるとともに、受動喫煙による健康影響

についても啓発が必要です。 

また、近年急速に普及している加熱式たばこや電子たばこは、長期間の使用に伴う健康影響

は明らかになっていませんが、有害成分による将来的な健康影響が懸念されています。 

引き続き、科学的知見に基づく正しい情報の普及啓発が必要です。 
 

◆ 禁煙に向けた支援体制の整備 

国民健康・栄養調査（令和５年）によると、現在、喫煙者の中でたばこをやめたいと思って

いる者の割合は全国で 20.7％となっています。喫煙率減少に向けて、禁煙を望む人への心理

的、経済的な支援で禁煙成功に導く必要があります。 

 

 

 

 

 

 

➢ COPD（chronic obstructive pulmonary disease/慢性閉塞性肺疾患） 

主に喫煙が原因で起こる肺の病気で、「たばこ病」とも言われています。 

肺や気管支に炎症が起こり、空気の通りが悪くなることで、咳や痰、息切れなどの症状が現

れます。進行すると、日常生活に支障をきたし、重症化すると呼吸困難や心不全を引き起こ

すこともあります。 
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【望ましい姿】 

◆ 区民が喫煙・受動喫煙の健康影響を正しく理解しています。また、禁煙を望む人は区や医療

機関からの支援を活用しながら、禁煙に取り組んでいます。 

◆ 20歳未満の者や妊娠・授乳中の者、基礎疾患のある者は喫煙をしていません。喫煙をしてい

る者は、特に子どもや妊婦の前等では配慮し、法令を遵守しています。 

 

【取組の方向性】 

① 喫煙に関する正しい知識の普及啓発 

 喫煙・受動喫煙が及ぼす健康影響について正しい知識を周知し、ルールやマナーを守った適

切な行動を取れるよう啓発を行います。また、法令に基づき、望まない受動喫煙を生じさせな

いよう普及啓発を行います。 

また、若い世代へ、加熱式たばこや電子たばこについての健康影響について正しい知識を周

知します。 
 

② 禁煙の推奨及び禁煙への取り組み支援 

喫煙による健康影響を啓発するとともに禁煙を推奨します。また、禁煙を望む人には治療費

の助成や健康福祉センターでの禁煙相談を行い、禁煙への取り組みを支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【分野別目標の指標】 

No 指標 対象 現状値 基準年度 目標値 出典 

１ 
喫煙している人の 

割合 
成人期 14.8% 

令和６年 

12% 

区民健康 

意識調査 

２ 
妊娠中に喫煙して

いた人の割合 

4か月児健診

を受診した 

母親 

0% 0% 

 

【受動喫煙防止に関する法令】 

 

 

 

 

受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止することを目的として、国と

都は、改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例を制定しました。 

主に屋内施設が規制の対象となりましたが、屋外においても灰皿を設置す

る施設管理権限者及び喫煙者自身に、周囲へ配慮する義務が定められました。 
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カ 歯と口腔の健康 
 

分野別目標  

生涯にわたり、歯と口の健康づくりに自ら取り組む人を増やす 

 

【目標設定の理由】 

◆ 歯と口腔の健康は、食事や会話を楽しむための基本であり、全身の健康にも密接に関わって

います。 

◆ 人生 100年時代を迎える中、むし歯や歯周病の予防だけでなく、私たちの生活に欠かせない

口腔機能の重要性を啓発し、区民の健康な口腔状態の維持を支援することで、一人ひとりの

生活の質の向上をめざします。 

 

【現状と課題】 

◆ 乳幼児期からのむし歯予防 

板橋区の３歳児むし歯有病率（令和５年度）は５％で、過去 10 年で約９％減少しています

が、東京都の平均値より高い水準が続いています。乳歯のむし歯は、永久歯の形成や口腔機

能の発達に大きな影響を及ぼすため、関係機関と連携し、更なる予防に取り組むことが重要

です。 
 

＜３歳児むし歯有病率の比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

                       

◆ 定期的な歯科受診の推進 

かかりつけ歯科医を持つ 3 歳児の割合は過半数を下回り、東京都より低い水準となっていま

す。乳幼児期からかかりつけ歯科医を持ち、定期的に歯科医院を受診することで、継続して

口腔内を管理でき、将来の誤えん性肺炎や糖尿病などの全身疾患の重症化予防にもつながり

ます。 
 

◆ オーラルフレイル対策に向けた更なる普及啓発 

口腔機能が低下すると、噛むことや飲み込むことが困難になり、栄養不良状態を引き起こし

ます。それにより、身体機能が低下し誤えん性肺炎のリスクが増加します。生涯にわたり食

事や会話ができるようにするためには、乳幼児期から口腔機能を「育てる」ための普及啓発

や環境づくりが必要です。 

出典：国立保健医療科学院 全国乳幼児歯科健診結果 

低くなるほどよい 
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【望ましい姿】 

◆ かかりつけ歯科医で定期的に健診を受け、歯や口腔の状態を客観的に把握しています。 

◆ 口腔内の状態や生活スタイルに合わせて主体的にセルフケアができています。 

◆ 区民一人ひとりが、日常の食事や会話など、生涯にわたり健やかに生活するための口腔機能

の重要性について認識しています。 

 

【取組の方向性】 

① かかりつけ歯科医における予防管理の定着 

各種歯科健診の受診をきっかけとした、かかりつけ歯科医の普及啓発を行います。また、医

科と歯科の医療機関連携を強化し、全身疾患と歯周疾患の重症化予防につなげます。 
 

② むし歯予防、歯周病予防に配慮したセルフケアの推進 

年齢や個人の生活スタイルに合わせたむし歯・歯周病の予防を啓発します。特に、フッ化物

応用（フッ化物によるむし歯予防）やデンタルフロス・歯間ブラシなどの歯間清掃用具の使用

を推奨します。 
 

③ 食べる力の習得・維持・向上の推進 

乳幼児期は口腔機能の発達、成人期・シニア期にはオーラルフレイル対策に重点をおいて普

及啓発や健康教育を実施します。また、口腔機能を管理する介護・医療従事者の育成を強化し

ます。 

 

 

 

 

 

 

【分野別目標の指標】 

No 指標 対象 現状値 基準年度 目標値 出典 

１ 
３歳児でう蝕（むし歯）

のない者の割合 

乳幼児期 

95.3% 

令和６年 

99% 

３歳児 

健診 

２ 
３歳児でかかりつけ 

歯科医がある者の割合 
46.6% 60% 

３ 

何でもかんで 

食べることができる人

の割合 成人期 

シニア期 

78.0% 80% 
国保特定健診

（国保データベース） 

４ 

定期的に歯科を受診し、

歯科予防処置や歯磨き 

指導を受けた者の割合 

55.4% 60% 
区民健康 

意識調査 

➢ オーラルフレイル 

オーラルフレイルとは、加齢などにより口の機能（噛む、飲み込む、話す

など）が衰えた状態のことです。放置すると栄養不足や全身の健康悪化に

つながるため、早期発見と早期対応が重要です。 
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キ こころの健康 
 

分野別目標  

ストレスに上手に対処できている人の割合を増やす 

 

【目標設定の理由】 

◆ 現代社会では価値観の多様化や情報過多によるストレスの増加が問題となっています。 

◆ ストレスを完全になくすことはできないため、ストレスが溜まった時のサインを知ることや、

ストレスに上手に対処する方法を知ることが、こころの健康を保つためには重要です。 

◆ 一人ひとりのこころの健康への理解や関心が深まり、ストレスに上手に対処できる人が増え

ることが、誰もが健やかに生活できる区の実現につながります。 

 

【現状と課題】 

◆ ストレスへの上手な対処への啓発 

区民健康意識調査によると、区民の 68.5％が日常生活において悩みやストレスが「ある」と

回答しています。 

また、「あなたは不安、悩み、ストレスにうまく対処できていると思いますか」の設問に対

して「あまりできていない」「全くできていない」と回答した人の合計は、成人期・シニア

期で 24.1％となっており、約５人に１人がストレスに上手く対処できていません。さらに、

多感な時期の青年期では 31.8％がストレスに上手く対処できていません。 

社会が多様化する中、ストレスの原因も複雑化してきています。区民がストレスに上手く対

処できるように更なる啓発活動を行うなど、こころの健康づくりを推進することが必要です。 

 

＜ストレスに上手く対処できている人の割合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

48.9% 33.7% 17.0%

0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

学齢期

上手くできている

どちらともいえない

上手くできていない

不明

14.4%

22.7%

60.1%

45.5%

20.8%

21.8%

3.3%

10.0%

1.4%

成人期・シニア期

青年期

上手くできている

ある程度できている

あまりできていない

全くできていない

不明

出典：区民健康意識調査（令和６年） 
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【望ましい姿】 

◆ 区民一人ひとりがこころの健康の大切さを理解し、ストレスへの対処法を身につけ、実践

できています。 

◆ 職場や学校、地域などでこころの健康への理解が深まり、必要な時に適切な相談や支援を

受けられる体制が確立されています。 

◆ 地域全体でこころの健康づくりを支援する意識が醸成され、こころの不調の早期発見・早

期対応ができる社会環境が整っています。 

 

【取組の方向性】 

① こころの健康に関する知識の普及啓発 

こころの健康に関する講座の実施やリーフレットの作成、心のサポーターの養成等を通じて、

ストレスに上手く対処するための啓発活動を実施します。特に、多感な時期である学齢期や青

年期にストレスに上手く対処できるよう、教育委員会と連携し、「子どもに寄り添うこころの

絵本」を活用した啓発を行っていきます。 
 

② 地域におけるこころの健康に関するネットワークの強化 

板橋区こころといのちの連絡協議会を通じて、医療機関、福祉施設、教育機関等と連携し、

区民のこころの健康づくりを推進していくためのネットワークを強化していきます。 
 

③ 自殺対策計画との連携 

自殺対策計画と連携し、こころの健康と自殺予防に関する普及啓発を強化するとともに、こ

ころの健康に課題を抱える人を地域全体で支える体制を強化します。 

 

【分野別目標の指標】 

No 指標 対象 現状値 基準年度 目標値 出典 

１ 
こころの健康に 

関心のある人の割合 

成人期 

シニア期 
68.1% 

令和６年 

75% 

区民健康

意識調査 

２ 

ストレスを感じた時に 

上手く対処できる人の 

割合 

青年期 74.5% 80% 

成人期 

シニア期 
68.2% 75% 

３ 
ゲートキーパー養成研修

受講者数（累積） 
区内在住・ 

在勤・在学の方 

842 人 1,250 人 

板橋区の 

保健衛生 

４ 
心のサポーター研修 

受講者数（累積） 
264 人 864 人 
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（２）生涯にわたる健康づくり 

ア おやこの健康 
 

分野別目標  

健康な生活習慣を身に付けている乳幼児を増やすとともに、 

おやこの健康を支える環境を整備する 

 

【目標設定の理由】 

◆ 胎児期・乳幼児期からの生活習慣や健康状態は、成長してからの健康にも大きく影響を与え

るため、早期から子どもの健康を支える取り組みを進める必要があります。 

◆ 子どもの健康を支えるためには、親をはじめとする保護者の健康に対する意識と知識の向上

や、親自身の健康を支える取り組みも並行して行うことが重要です。 

◆ 健康福祉センターや学校、医療機関など、おやこの健康を多様な主体が支え、子どもを産み

育てやすい環境を整備していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】 

◆ 乳幼児期からの健康な生活習慣の定着支援 

前計画の最終評価では、乳幼児期の健康づくりの基礎となる早寝早起きや歯みがきの習慣が

身についてきていることが分かっています。一方、「栄養・食生活」分野において、共食の

機会の減少や学齢期における朝食の欠食が顕在化し、早期からの食育の推進が課題となって

います。 
 

◆ 「おやこ」の視点での健康づくり 

区民健康意識調査によると、乳幼児期の子を持つ親の約４割がストレスを感じています。産

後うつ等の心身の不調や虐待のリスクがある人を早期に把握し、支援する体制を維持する必

要があります。また、共働き世帯の増加や父親も母親も協力しながら家事・育児を担うとい

う意識や役割の変化により、母親のみならず父親支援の必要性も高まっています。 

 

➢「おやこ」について 

社会が多様化する中で、親と子の関係も多様化してきています。 

本計画では、養親子関係、里親関係、ステップファミリーなど、血縁関係に限定されない柔軟で

多様な家族形態を表現するために「おやこ」としています。 

 

➢「おやこの健康」のメインターゲット 

「おやこの健康」分野では、将来の健康に特に大きな影響を与える胎児期・乳幼児期の子どもの

健康と、社会的にも支援の必要性が高まっている親自身の健康にターゲットを定め、生涯にわた

る健康づくりの土台を形成します。 
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【望ましい姿】 

◆ 子どもが発達段階に応じた健康に関する知識を得て、正しい生活習慣を実践し、心身ともに

健やかな生活を送っています。 

◆ 親をはじめとする保護者は、子どもの健康を保つために必要な生活習慣の知識を獲得すると

ともに、子どもの事故予防に気を付けています。また、親自身も、不安や悩みを感じた際は、

必要なサービスや相談を受けられ、心身ともに健やかに生活しています。 

◆ おやこの健康を多様なつながりで支え合い、安心して産み育てられる環境が整備されていま

す。 

 

【取組の方向性】 

① 母子保健・健康教育の推進 

 妊婦面接や乳幼児健康診査、保健指導など、子どもの健やかな発育と母親の健康づくりを支

える切れ目のない子育て支援を引き続き推進していきます。また、多くのおやこが来館する児

童館と連携した各種健康教育を推進するとともに、申請のオンライン化や子育てアプリの活用、

SNS を活用した情報発信など、子育て世帯がサービスを受けやすくするための DX（デジタルト

ランスフォーメーション）に取り組みます。 
 

② 絵本の世界観を活用した周知啓発 

おやこ健康手帳（母子健康手帳）や妊婦さんの安心ミニガイド Book などの妊産婦向け冊子に

ついて、区のブランド戦略である絵本の世界観を表現することで、子どもから大人まで親しみ

やすく分かりやすい内容で周知啓発を行っていきます。 
 

③ 親の健康支援の推進 

妊娠期からの切れ目のない相談体制の整備や多様な産後ケア事業（宿泊型・通所型・訪問型）、

産前産後支援事業（産後ドゥーラ）等を通じて、妊産婦の健康づくりを支援します。 

また、父親向けの健康講座の実施や「パパのためのこころの相談室」の設置など、父親の役

割に着目した育児支援とメンタルヘルス向上にも取り組んでいきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 家庭内事故の予防 

 子どもの不慮の事故死は、病気を含む全ての死因の中で上位に位置しています。子どもの健

やかな成長のためには家庭等での事故の予防が欠かせません。新生児訪問やウェルカムベビー

講座等を通じて事故を防ぐための手段や心がけなどの啓発を行います。 

➢ 産前産後支援事業（産後ドゥーラ） 

 

 

 

 

 

産後ドゥーラとは、ギリシャ語で「他の女性を支援する経験豊かな女性」

を意味し、一般社団法人ドゥーラ協会から認定を受けた、産前産後の女性

特有のニーズに対し、サポートするための知識・技術を持つ専門家です。 

板橋区では妊娠中から産後６か月未満の方を対象に、専門的な知識や資格

を持つ「産後ドゥーラ」がご自宅を訪問し、母親とその家族に寄り添いな

がら、心身のケアや家事・育児のサポートをしています。 
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 ＜子どもの死因上位５位（令和４年）＞ 

年齢 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 

０歳 
先天奇形、変形
及び染色体異常 

周産期に特異的
な呼吸障害等 

不慮の事故 
乳幼児突然死 

症候群 
妊娠期間等に 
関連する障害 

１歳～４歳 
先天奇形、変形
及び染色体異常 

不慮の事故 
悪性新生物 
＜腫瘍＞ 

心疾患 肺炎 

５歳～９歳 
悪性新生物 
＜腫瘍＞ 

先天奇形、変形
及び染色体異常 

不慮の事故 
その他の新生物 

＜腫瘍＞ 
心疾患 

10 歳～14歳 自殺 
悪性新生物 
＜腫瘍＞ 

不慮の事故 
天奇形、変形 
及び染色体異常 

心疾患 

出典：子ども家庭庁 ※人口動態調査（厚生労働省）を基に作成 
 

 ＜子どもの不慮の事故の現状（平成 30年～令和４年の累計）＞ 

 １位 ２位 ３位 

０歳 ベッド内での窒息 胃内容物の誤えん 詳細不明の窒息 

１歳 交通事故 浴槽での溺水 
胃内容物の誤えん 

食物の誤えん 

２歳 交通事故 食物の誤えん 浴槽での溺水 

３歳 交通事故 胃内容物の誤えん 
海・川等の自然水域で

の溺水 

４歳 交通事故 建物からの転落事故 － 

出典：子ども家庭庁 ※人口動態調査（厚生労働省）を基に作成  

【分野別目標の指標】 

No 指標 対象 現状値 基準年度 目標値 出典 

１ 

妊娠中・授乳中にお酒を

飲んだことのある人の 

割合(再掲) 
4か月児健診を

受診した母親 

妊娠中 

令和６年 

0% 

区民健康

意識調査 

0% 

授乳中 

6.4% 

２ 
妊娠中に喫煙していた人

の割合（再掲） 
0% 0% 

３ 
21 時までに就寝 

している人の割合 
乳幼児期 

40.9% 55% 

４ 
３歳児でう蝕（むし歯）

のない者の割合（再掲） 
95.4% 99% 

３歳児 

健診 

５ 

妊婦面接・新生児訪問・

乳幼児健康診査における

面会率 

－ 96.8% 100% 
板橋区の 

保健衛生 

６ 
産後に受けた支援に 

ついての満足度 

4か月児健診を

受診した母親 
84.5% 90% 

すこやか 

親子 21 
７ 

主体的に育児に関わって

いると感じる父親の割合 

4か月児健診を

受診した父親 
72% 77% 

８ 
家庭内での事故予防対策

をしている人の割合 
乳幼児期 95.1% 100% 

区民健康

意識調査 

 

 

事故の要因は子ど

もの成長とともに

変化します。 

子どもの成長に合

わせて、適切な事

故予防を行うこと

が大切です。 

～ポイント～ 



第４章 いたばし健康プラン 2030 

55 

 

イ 高齢者の健康 
 

分野別目標  

元気でいきいきと暮らす高齢者の割合を増やす 

 

【目標設定の理由】 

◆ 国立社会保障・人口問題研究所の将来推

計人口（令和５年推計）によれば、国の

高齢化率は、団塊世代が全て後期高齢者

となる令和７（2025）年に 29.6％となり

ます。さらに、令和22（2040）年には34.8％

に達する一方、生産年齢人口は減少し、

深刻な介護の担い手不足が見込まれてい

ます。 

 

◆ 区の高齢化率も増加傾向が続き、令和７（2025）年に 22.9％、令和 22（2040）年には 26.3％

に達すると推計されています。 

◆ 高齢者人口が増加する中、持続可能な地域づくりを進めていくためには、健康寿命の延伸と、

高齢者が生きがいを感じ、いきいきと暮らしていくための環境を整えていくことが重要です。 

 

【現状と課題】 

◆ 早期（元気なうち）からのフレイル予防の推進 

高齢者のフレイル（健康と要介護の中間状態）予防の重要性は認識されつつありますが、自

立した日常生活を長く続けるためには、早期（元気なうち）からフレイルに繋がる生活習慣

病の予防に取り組むことが重要です。また、シニア期に入ってからはフレイルの兆候に早期

に気づき、適切なフレイル予防に切り替えていくことが必要です。 
 

◆ 社会との「つながり」の醸成 

区民健康意識調査によると、地域とのつながりやグループ・団体活動を行っている高齢者ほ

ど健康実感度が高いことが分かっています。生涯にわたりいきいきと暮らしていく高齢者を

増やしていくためには、社会との「つながり」を醸成する支援が必要です。 
 

＜健康実感度別のグループ・団体活動に参加している人の割合（シニア期）＞ 

 

 

 

 

 

 
出典：区民健康意識調査（令和６年） 

 

 

28.6%
29.6%

30.8%
32.3%

34.8%
36.3% 37.1%

23.4% 22.9% 23.4%
24.5%

26.3%
27.4% 28.0%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

令和２年 令和７年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年

国 区
出典：国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口（令和５年推計） 

板橋区人口ビジョン（令和６年度改定） 

 

＜国・板橋区の高齢化率の推移(推計)＞ 

52%

33%

24%

9%

43.5%

62.0%

69.6%

81.8%

4.8%

5.5%

6.3%

9.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

よい

まあまあよい

あまりよくない

よくない

健
康
実
感
度

参加している

参加していない

不明
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【望ましい姿】 

◆ 早期（元気なうち）から生活習慣病の予防と管理をしっかり行い、運動器や認知機能の維持

向上に努めています。 

◆ シニア期になってからはフレイル予防に取り組み、加齢に伴う体力の低下があっても、社会

活動に参加し、生きがいを持っていきいきと暮らしています。 

◆ 自身の健康状態に応じて治療・服薬を継続し、自立した日常生活の維持に努めています。 

 

【取組の方向性】 

① フレイル予防や望ましい生活習慣の実践に関する普及啓発 

フレイルチェック測定会や元気力向上教室などの介護保険サービス、各種健（検）診等を通

じて、フレイル予防の普及啓発を行っていきます。特に、早期（元気なうち）からの生活習慣

病予防の必要性について啓発を行うとともに、シニア期に入ってからは「低栄養」や「やせ」

がフレイルの要因になることを周知し、運動機能や口腔機能の維持とともに、生涯にわたり適

切な食事がとれるよう、不足のないたんぱく質の摂取や適正体重を維持する支援を行っていき

ます。 
 

② 地域のつながりを生かした健康づくりの推進 

健康福祉センターが実施している出張健康教育や、群馬大学が開発し、介護予防の効果が実

証されている「高齢者の暮らしを拡げる 10 の筋力トレーニング」など、体験講座や出前説明

会、グループへのリハビリテーション専門職派遣を行い、地域のつながりを生かした健康づく

り活動を推進します。 
 

③ 高齢者の社会参加・活動支援 

地域の健康づくり活動の支援に加え、多様な学習講

座の実施やシルバー人材センター、社会福祉協議会と

連携した職業紹介と就業機会の提供等により、学びや

就労支援を通じた社会参加を支援し、生きがいの創出

につなげます。 

 

【分野別目標の指標】 

No 指標 対象 現状値 基準年度 目標値 出典 

１ 
やせ（BMI20 未満）の人

の割合 
シニア期 

20.6% 令和５年 15% 
国保特定健診 

（国保データベース） 

２ 
グループ・団体活動等に

参加している人の割合 
38.7% 

令和６年 

50% 

区民健康 

意識調査 
３ 

治療・服薬を 

継続している人の割合 

シニア期 

（疾患ありの人） 
89.6% 95% 

 

栄養 

運動 社会参加 

【フレイル予防の３要素＋１（口腔機能）】 

 

 

口腔機能 
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 Column 
 

＜高齢者の暮らしを拡げる 10の筋力トレーニング＞ 

「高齢者の暮らしを拡げる 10の筋力トレーニング」（以下「10の筋トレ」という）とは、

群馬大学が開発し、介護予防の効果が実証されている運動プログラムのことを言います。10

の筋トレを週に１回、１時間程度仲間と一緒に行うことで、筋力低下を防ぎ、日常生活の活

動範囲を広げることができます。 

 板橋区では、グループでトレーニングを実施する住民運営グループに対して、生涯活躍推

進課とリハビリテーション専門職が協力して、立ち上げ支援及び継続支援を行っています。 

 また、10の筋トレを行っているグループマップの公開や、コロナ禍を機としたオンライン

10の筋トレも毎週実施し、幅広い方の参加や参加者同士の交流につなげています。 

 

【出前講座の様子（筋トレ体験）】 【グループで活動している様子】 

＜フレイルってなに？＞ 

フレイルとは、加齢とともに心身の活力（筋力や運動機能、認知機能、社会とのつながり

など）が低下した状態のことを言います。 

介護が必要となると、健康な状態に戻るのはなかなか難しいですが、その前の段階のフレ

イルでは予防や改善が可能です。 

生涯にわたり「いきいき」と生活するためには、早期（元気なうち）からフレイルについ

て知って予防することが大切です。 

加齢 

生
活
機
能 健 康 フレイル 要介護 

（虚弱） 

要支援・要介護の 
危険性が高い状態 

要支援・要介護状態 

↓詳細はこちらから 
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ウ 女性の健康 
 

分野別目標  

ライフステージに応じた健康づくりを実践している女性の割合を増やす 

 

【目標設定の理由】 

◆ 女性については、ライフステージごとに女性ホルモンが劇的に変化するという特性等を踏ま

え、人生の各段階における健康課題の解決を図ることが重要です。 

◆ 特に、若い女性の「やせ」（BMI18.5 未満）は将来の妊娠に関わるほか、骨密度低下にもつ

ながり、希望するライフプランや健康寿命に関わる重要な課題です。 

◆ 若いうちから女性特有の健康に関する知識を身につけ、対策に取り組むことが必要です。 

 

【現状と課題】 

◆ 女性特有のライフステージに応じた健康づくり支援 

生涯にわたって健康な生活を送るために、生活・労働環境等を考慮しつつ、女性が思春期・

性成熟期、更年期、老年期の各ライフステージにおける健康状態に応じて、的確に自己管理

を行えるよう支援することが必要です。 
 

ライフステージ 代表的な健康リスク 

思春期 

（10歳～18歳頃） 
月経困難症、月経不順・無月経、性感染症、予期しない妊娠、やせ 

性成熟期 

(18歳～45歳頃) 
月経困難症、PMS、不妊、子宮頸がん、子宮内膜症、子宮筋腫 

更年期 

(45歳～55歳頃) 
更年期障害、生活習慣病、子宮体がん、乳がん 

老年期 

(55 歳頃～) 
生活習慣病、骨粗しょう症、尿失禁、筋力低下、子宮体がん、乳がん 

 

◆ 「やせ」のリスクに関する普及啓発 

若い女性の健康課題の一つである「やせ」は、排卵障害（月経不順）や女性ホルモンの分泌

低下、骨量減少に影響します。また、妊娠前に「やせ」であった女性は、標準的な体型の女

性と比べ、低出生体重児を出産するリスクが高いことが報告されています。区民健康意識調

査によると、20歳～30歳代の女性における「やせ」の割合は 9.7％であり、更なる啓発が必

要です。 
 

◆ 乳がんや子宮頸がん検診の受診率向上 

板橋区では、乳がんや子宮頸がんなどの女性に多いがんの検診受診率が減少傾向にあります。

一方、乳がんや子宮頸がんで亡くなる方は日本全体で見ると増加傾向にあり、検診を受診し

やすい環境を整備していく必要があります。 
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【望ましい姿】 

◆ 女性特有のライフステージに応じた健康づくりの知識を身に付け、適切な健康管理を実践

し、生涯にわたり女性がいきいきと暮らしています。 

◆ 女性が自身の体に関心を持ち、定期的に健康診断やがん検診を受診しています。 

 

【取組の方向性】 

① 女性の健康問題に関する知識の普及啓発 

女性の健康に関するテーマで医師や専門家を講師とした「女性健康セミナー」を行います。

また、保健師が講師となり、尿もれ予防体操教室や児童館において母親への健康教育を行いま

す。 

これらの健康教育を通じて、あらゆる世代の区民が、女性ホルモンの変化による不調を自覚

したり、必要に応じて対処できるよう支援します。特に、若い世代へのアプローチの機会を活

用し、女性の「やせ」やそれに伴う不調などについて正しい知識を獲得できるよう支援します。 
 

② 女性の様々な健康問題や悩みを相談しやすい体制の整備 

個室にて、婦人科医師と相談ができる「婦人科医による専門相談事業」を実施します。また、

常時、保健師等の専門職との電話相談や面接相談を実施します。 
 

③ 勧奨すべき世代に向けたがん検診の受診勧奨と予防接種の周知啓発 

子育て世代向けのイベント、児童館出張健康教育、大学祭などを通じて、乳がん検診及び子

宮頸がん検診の受診勧奨やヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチンの予防接種の周知啓発を行

います。特に、がん検診については、個別勧奨通知の対象者を拡大するなど、検診を受診しや

すい環境を整備します。 

 

【分野別目標の指標】 

No 指標 対象 現状値 基準年度 目標値 出典 

１ 
「やせ」の人の 

割合 

20歳～30 歳代

の女性 
9.7% 

令和６年 

８% 
区民健康

意識調査 

２ 乳がん検診受診率 

成人期女性 

12.9% 21.6% 

保健衛生

システム 

３ 
子宮頸がん検診 

受診率 
12.3% 21.9% 
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（３）健康を育むまちづくり 

ア 自然と健康になれる環境づくり 
 

分野別目標  

自身の健康に関心をもち、 

自然と健康な行動をとることができる環境を整備する 

 

【目標設定の理由】 

◆ 健康寿命の延伸のためには、区民一人ひとりが自らの健康に関心をもつとともに、自身の健

康状態を把握し、適切な対応を行えることが理想です。 

◆ 一方、社会が多様化する中、自ら健康づくりに積極的に取り組む方だけではなく、自身の健

康に関心を持つ余裕のない方も含め、幅広い方に対してアプローチを行うことが重要です。 

◆ 区民一人ひとりが普段の生活の中で健康の管理が行え、無理なく自然に健康な行動を取るこ

とができる環境を整備します。 

 

【現状と課題】 

◆ 健康に関する知識と関心の啓発 

前計画の最終評価では、「生活習慣病が大きな病気の原因になることを知る」や「適正体重

を知る」の項目で後退となり、健康に関する関心が低下してきていることが課題となってい

ます。 
 

◆ 各種健（検）診の受診率の向上 

がん検診・成人歯科検診等の各種健（検）診について、制度改正やコロナ禍の影響があるも

のの、受診者数は減少しており、更なる受診率の向上が求められます。 
 

◆ 多様なアプローチによる健康づくり 

女性の社会進出や仕事と育児・介護との両立、多様な働き方の広まりなど、社会が変化・多

様化していく中、個人が置かれた状況に応じた健康づくりの周知・啓発とともに、誰もが自

然と健康になれる環境の整備という両面からのアプローチが求められています。 

 

【望ましい姿】 

◆ 区民一人ひとりが健康に関する知識と関心を持ち、自身の健康状態を把握するための健（検）

診を受診するとともに、必要に応じて健康相談を受けています。 

◆ 自身の健康に関心を持つ余裕がない方も含め、多くの方が無理なく自然と生活習慣を改め、

健康な行動を取ることができる環境が整っています。 
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【取組の方向性】 

① 多様な健康教育の推進 

年齢、性別、職業、生活環境など個人の多様な背景や状況に応じた健康教育を推進します。

また、科学的根拠に基づいた正確な情報を提供するとともに、デジタル地域通貨「いたばしPay」

の健康管理機能や SNS等を活用し、誰もが健康に関する情報にアクセスできる環境を整備しま

す。 

 

② 各種健（検）診の実施と受診率の向上 

 疾病の早期発見・早期治療を目的とし、生活習慣病やがんなどの各種健（検）診を実施しま

す。また、年齢や性別に応じた適切な検査項目を設定するとともに、受診勧奨対象の拡大や受

診券の一括送付など、受診しやすい環境づくりと受診率向上に取り組みます。さらに、検診結

果に基づく適切な保健指導や医療機関への連携を強化するとともに、AI（人工知能）を活用し

た検診の実施や、PHR（Personal Health Record）を活用した新たな健康管理を推進していきま

す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 健康な生活習慣の実践に繋がる環境の整備 

  

 

 

 
 

 

 また、誰もが取り組めるウォーキングマップ

の情報発信や、いた Pay健幸ポイントスタンプ

ラリー、身近な公園を活用した健康づくりの周

知など、子どもから大人まで誰もが楽しみなが

ら健康づくりに取り組める環境を整備します。                 

 

 

 

➢ PHR（Personal Health Record/パーソナル ヘルス レコード） 

過去の検診や通院、投薬情報などの個人の健康・医療情報をデジタルで一元管理すること

で、自らの健康を効果的に管理、取得、活用できる仕組みです。 

スマートフォンやウェアラブル端末との連携により日常的な健康管理が可能になり、マイナ

ポータルとの連携や医療機関との情報共有で質の高い医療サービスを受けることや、AI（人

工知能）の活用による予防医療の推進などが期待されています。 

【板橋区健康づくり協力店ステッカー】 

【区内公園に設置している多種多様な健康器具（例）】 

左：せのばしベンチ      右：足つぼ 

健康づくりの基礎となる食生活について、健康に配慮した

メニューを提供する飲食店を認定する「健康づくり協力店」

の更なる周知・啓発や食生活の改善につながる取り組みを行

う企業を増やすなど、関係団体と連携した施策を推進してい

きます。 
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【分野別目標の指標】 

No 指標 対象 現状値 基準年度 目標値 出典 

１ 

生活習慣病が大きな病気

の原因になることを 

知っている人の割合※ 

成人期 

シニア期 

70.6% 

令和６年 

80% 
区民健康

意識調査 

２ 
各種健（検）診 

受診率（平均値） 
11.7% 16.1% 

保健衛生 

システム 

３ 
がん検診精密検査 

受診率（平均値） 
48.9% 90.0% 

４ 
健康づくり協力店の 

延べ登録店舗数 
区内店舗 102 122 

板橋区の

保健衛生 

※糖尿病、がん、脳卒中、狭心症・心筋梗塞の原因になっていることを知っている人の割合を平均して算出 
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健
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実
感
度

ほぼ毎日 月に数回 週に１～２回 週に３～４回 年に数回 参加していない 不明

イ 生涯活躍のまちづくり 
 

分野別目標  

社会との「つながり」を醸成し、 

誰もが生涯地域で活躍できる環境を整備する 

 

【目標設定の理由】 

◆ 継続的な健康づくりのためには、地域団体やグループ、NPO 等の多様な主体とのつながりが

重要になります。区民健康意識調査では、地域とのつながりが豊かな方やグループ・団体活

動を行っている人ほど、健康実感度が高い傾向にあることが分かっています。 

◆ 区民の健康づくりを多様な主体が支え、区民一人ひとりが地域社会で活躍・貢献しながら健

やかに生活できる姿をめざします。 

 

【現状と課題】 

◆ 自分の住む地域とのつながりの希薄化 

前計画の最終評価では、自分の住む地域とのつながりが希薄化していることが分かっていま

す。核家族化や単身世帯の増加により、自分の住む地域とのつながりが希薄化しやすい状況

が広がっていると考えられます。 
 

◆ 健康づくり活動などを通じた社会との「つながり」の醸成 

グループ・団体活動に参加している人のうち、健康づくりを目的とした活動に参加している

人の割合は増加しています。健康に関する活動は目的が明確で参加しやすい活動です。地域

と協働し、「つながり」を意識した健康づくり活動を推進していくとともに、スポーツ、文

化、ボランティア活動など、区民が参加しやすい活動を幅広く推進していくことが必要です。 

 

＜グループ・団体活動の頻度と健康実感度の関係＞ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：区民健康意識調査（令和６年） 
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【望ましい姿】 

◆ 区民一人ひとりが地域活動やボランティア等を通じて社会との「つながり」を築き、生きが

いを感じながら生活をしています。 

◆ また、悩みや困りごとを抱えた時に、周囲の人や関係機関に相談ができています。 

 

【取組の方向性】 

① 地域資源を活用した健康づくり 

各地域の健康福祉センターにおいて、健康教育や講座等、地域ごとの特性を踏まえた健康づ

くり活動を推進していきます。また、区立体育館などの身近な施設を活用した運動について普

及啓発を行うとともに、地域活動やグループ活動を行いやすい環境を整備し、健康づくり活動

を軸とした「つながり」を醸成します。 
 

② 社会活動への参加促進 

生涯にわたる健康づくりのため、社会活動への参加の重要性について周知・啓発を行います。 

また、子育て世代向けのイベントやボランティア活動の周知、高齢者向けの講座や就労支援

の実施等を通じて、子どもから子育て世代、高齢者に至るまで社会参加の場を設け、生涯地域

で活躍できるまちづくりを推進します。 

 

【分野別目標の指標】 

No 指標 対象 現状値 基準年度 目標値 出典 

１ 
自分の住む地域とのつながり

を持っている人の割合 

成人期 27.5% 

令和６年 

30% 

区民健康

意識調査 

シニア期 37.7% 50% 

２ 
グループ・団体活動等に 

参加している人の割合 

成人期 20.2% 30% 

シニア期 

(再掲) 
38.7% 50% 
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❻ 

❶ 

❷ 

❺ 

❹ 

❸ 

 Column 
 

※CCRCとは 

Continuing Care Retirement Community の略で、国は、全世代・全員活躍型「生涯活躍のま

ち」（日本版 CCRC2.0）の展開を推進しており、誰もが居場所と役割を持つ全世代・全員活躍型

の「ごちゃまぜ」コミュニティづくりを実現するという目標を掲げています。 

 

 

 

 

＜地域で生涯活躍のまちづくり（高島平版 CCRC の試行）＞ 

区では、板橋区版 AIPのめざす姿である「年を重ねても安心して住み慣れたまち（地域）に

住み続けることができること」の実現に向けて、様々な取組を推進してきました。今後は、板

橋区版 AIPの更なる進化を図るため、「安心して住み続けることができる」という視点に、「地

域で生涯活躍」という視点を加え、地域共生社会の実現に向けて取り組んでいく必要がありま

す。 

「地域で生涯活躍のまちづくり」を進めることで、区民の皆様が、年齢や障がい等の有無を

問わず、それぞれが持つ能力を発揮し、生きがいを持って暮らすことができるようになります。 

高島平健康福祉センターが移転することに合わせ、健康福祉センター機能と「地域で生涯活

躍のまちづくり」機能を併せ持つ施設を設置し、試行的に「高島平版 CCRC（※）」の取組を実

施します。 

試行的取組として、「なんでも相談」などの包括的相談支援事業、「地域交流スペース」な

どの地域づくり支援事業、利用者ニーズを踏まえた参加支援事業などを実施し、誰もが地域で

生涯を通じて活躍することができるまちづくりを推進します。 

 

 高島平健康福祉センター  

＋ 「ひとづくり」「地域づくり」機能  

＋ 福祉相談機能 

＜高島平地域での試行的実施（イメージ図）＞  
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ウ 健康を支える保健医療環境の整備 
 

分野別目標  

安心・安全に健康を維持できる体制が確保され、 

生涯にわたり健やかに生活できる環境を整備する 

 

【目標設定の理由】 

◆ 生涯にわたる健康づくりを支えるためには、自らの健康について身近で相談できる保健医療

環境の整備が重要です。 

◆ また、猛暑による夏季の熱中症予防や感染症の拡大等の健康危機においては、個人の努力だ

けに頼るのではなく、健康を支える社会環境の整備が必要になります。 

◆ 区民一人ひとりが安心して生活し、自らの健康状態に前向きな認識をもてる姿をめざし、区

民の健康づくりと、その健康を支える保健医療環境の整備を推進します。 

 
【現状と課題】 

◆ かかりつけ医をもつ人の割合の向上に向けた取組の推進 

国の調査では、かかりつけ医のいない人は区民健診や職場健診を受ける割合が低い傾向にあ

ることが示されています。病気の早期発見を推進していくために、自らの健康について身近

で相談できる「かかりつけ医」を持つことが求められています。 
 

  ＜かかりつけ医をもつ人の割合＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

出典：区民健康意識調査（各年）       

 
 

◆ 熱中症予防に関する取組の推進 

近年、夏季の熱中症による東京都内の

救急搬送者数が増加しています。 

熱中症の予防に関する正しい知識の普

及啓発とともに、体調に異変を感じた

場合などに休むことができる一時休憩

所の設置など、個人の予防と社会環境

の整備の両面から対策を推進する必要

があります。 

＜熱中症による救急搬送人員（各年６月～９月）＞ 

出典：東京消防庁ホームページ 熱中症の統計資料 
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【望ましい姿】 

◆ 自らの健康について身近で相談できる環境が整い、安心して健やかな生活を送っています。 

◆ 区と関係機関、事業者等が協力し、様々な場面で区民の健康を維持するための体制が整って

います。 

 

【取組の方向性】 

① 療養相談窓口や休日・平日夜間診療の充実 

療養相談室を設置し、専門職による個別相談を実施するとともに、在宅療養患者病床確保事

業を推進し、急変時の入院体制を整えることで、区民の安心した療養生活を支援します。 

また、休日・平日夜間医科診療など、区民の健康や生命を守り、安心して生活ができる環境

を整備します。 
 

② 熱中症予防の推進 

熱中症予防のための一時休憩所を区役所及び健康福祉センター

等の区内施設や区内一部薬局に設置するとともに、熱中症特別警

戒アラートが発表された場合には、「クーリングシェルター」と

して開放します。 

また、いた Pay 健幸ポイントを活用し、楽しみながら熱中症予

防を学べるよう情報配信を行うなど、熱中症予防に関する取り組

みを関係機関や事業者と協力し、推進していきます。 
 

③ 予防接種の推進 

自身の健康管理や感染症の発生及びまん延を予防するため、予防接種法に基づく定期予防接

種の接種率向上に取り組みます。 
 

④ ＡＥＤの設置推進 

突然の心停止が起きた場合の救命率を上げることを目的とし

て、リスクの高い人たちが利用する施設への AED の更なる配備

や、施設の開館状況等を問わず円滑に使用できる環境整備、夜間

や停電時等の暗闇においても容易に発見できる処置を講じるなど、

24時間誰もが使用可能な AEDの適正配備を推進していきます。 
 
 

⑤ 健康危機に対する体制の整備 

平時から感染症まん延等に備えた準備を計画的に進めるとともに、研修や訓練による人材育

成を行うことで、区民一人ひとりの安心と安全を確保します。 

また、膠原（こうげん）病やパーキンソン病等の難病について、患者やその周囲の人への理

解を促すための講座の実施や骨髄移植のドナーを増やすための補助事業など、個別の健康危機

に関する周知啓発や環境整備を行っていきます。 

 

【屋外に設置した AED】 

 

 

【本庁舎における一時休憩所・

クーリングシェルター】 
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【分野別目標の指標】 

No 指標 対象 現状値 基準年度 目標値 出典 

１ 
かかりつけ医を 

持っている区民の割合 

成人期 

シニア期 
65.3% 

令和６年 

70% 
区民健康

意識調査 

２ 

平日夜間・休日医療

が充実していると 

感じる区民の割合 

青年期 

成人期 

シニア期 

52.1%※ 増やす 
区民意識

意向調査 

３ 
クーリングシェルター

の設置数 
― 64か所 113 か所 ― 

４ AEDの設置台数 ― 251台 350台 
板橋区の

保健衛生 

 
※現状値は、デジタル地域通貨「いたばし Pay」の健康機能を活用したオンラインアンケート調査によるものを参考値

として記載 
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５ 推進する事業 
 

本計画では各分野の取組方針を踏まえ、下記の事業を推進します。 

※ ★が付いている事業は本計画から新規に推進する事業です。 

※ 掲載にあたり各事業を最も関わり合いの深い分野に分類していますが、分野横断的に事業を推進し、より効果

的に区民の健康増進を図ります。 

※ 掲載している事業は計画策定時の事業です。計画期間中は社会の変化等を踏まえ、適宜見直しを行います。 

 

（１）健康な生活習慣 
 

No 
分

野 
事業名 事業内容 所管課 

1  

全
分
野
共
通 

健康教育 
生活習慣病予防、健康増進等の健康に関する正しい知識の普

及を図るために、健康に関する講座を実施します。 
健康福祉センター 

2  
区民健康 

なんでも相談 

各健康福祉センターにおいて、生活習慣病予防をはじめとす

る健康に関する相談（電話・所内面接）を常時行い、健康の

保持増進のための行動を支援します。 

健康福祉センター 

3  
地域健康支援活動

（出張健康教育） 

乳幼児期からシニア期までの幅広い年齢層に対して、地域に

出向いて健康教育を行い、疾病予防や健康の保持増進、健康

づくり等の知識・技術を実践を通して伝え、意識の啓発とと

もに行動変容を促します。 

健康福祉センター 

4  

地区担当保健師によ

る地域保健継続相談

支援事業 

母子・精神保健等において支援が必要な方やその家族、関係

者に対し、家庭訪問、面接、電話等により地区担当保健師が

個別相談や関係機関への連絡連携を実施します。 

健康福祉センター 

5  

いた Pay 健幸ポイント

の活用による 

健康づくりの推進 

デジタル地域通貨アプリ「いたばし Pay」の健康管理機能を

活用して、区民の健康づくりの動機付けと継続を支援するこ

とを目的とした健幸ポイント付与事業を実施します。 

健康推進課 

6  
いたばし健康ネット

の運営 

区内の健康づくり実践団体（自主グループ等）、保健医療関

係団体、健康関連企業等のネットワークを構築し、活動紹介

などを通じて区民の健康づくりを支援します。 

健康推進課 

7  中学生の健康支援 

中学生のプロジェクトチームと学習・検討を重ね、子ども達

の視点に立った健康支援リーフレットを作成することにより、

学齢期の適切な生活習慣及び健康づくりを推進します。 

健康推進課 

8  

栄
養
・
食
生
活 

食育情報紙発行 
幼児、小学生（３年生まで）とその保護者を対象とした食育

情報紙を発行し、区内保育施設、小学校に配布します。 
健康推進課 

9  
在宅高齢者 

食生活支援事業 

高齢者の栄養・食生活を支援するため、区内保健・福祉・医

療関係等の栄養士のネットワーク会議の開催や、リーフレッ

トの発行等により栄養情報の提供を行います。 

健康推進課 

10  

地域イベント等での

栄養・食生活 

普及啓発活動 

栄養・食生活普及活動の一環として、他部署・多職種等と連

携しながら、イベント等での普及啓発を行います。様々な栄

養課題に合わせた媒体（レシピ、リーフレット、動画等）を

用い、地域でのイベント等様々な機会や場を通じて、普及啓

発を行います。 

健康推進課 

健康福祉センター 

11  
いたばし健康づくり 

・食育フェア 

各世代や地域の健康や栄養・食生活の課題解決に向けて、地

域でイベントを実施し広く普及啓発します。 
健康推進課 

12  
健康づくり協力店制度

の推進 

区内飲食店やスーパーマーケット等において、健康に配慮し

た食事及び食品の提供や健康情報の提供など、健康に配慮し

た食環境の整備を行います。 

健康推進課 
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No 
分

野 
事業名 事業内容 所管課 

13  

栄
養
・
食
生
活 

食育関連指導者等 

育成・支援 

食育推進支援者の育成活動支援を行い、区民や団体からの依

頼による講習会や地域の特性を活かしたイベント等において、

対象に合わせた食育活動を推進します。 

健康推進課 

14  栄養管理講習会 

区内給食施設の栄養士等を対象に、喫食者の健康保持増進を

図るため、栄養や健康に関する最新知識及び調理や栄養指導

技術の向上を目的に講習会を実施します。 

健康推進課 

15  食育推進連携会議 
板橋区における食育を区内関連機関と連携しながら総合的か

つ計画的に推進するための体制強化を図ります。 
健康推進課 

16  
★ライフステージ別

食育媒体作成 

健全な食生活の実践を支援するため各世代に合わせた食育媒

体を作成し、区民の食生活の支援をします。 
健康推進課 

17  
食育・健康教室、食

育推進のための教室 

乳幼児・学童とその保護者、成人を対象に食育及び健康に関

する教室を行います。また、地域団体、児童館等から要望が

あった場合に、食育推進や栄養・食生活、健康づくりに関す

る教室等を行います。 

健康福祉センター 

18  離乳食講習会 

乳児を持つ保護者を対象に、発達に合わせた離乳の進め方及

び健康的な食習慣の基礎を培うための知識の習得と、保護者

の健康的な食生活の実践を支援します。講義・料理展示・試

食を通して指導を行います。 

健康福祉センター 

19  
保育園給食における

食育事業の充実 

自ら食べようとする意欲を大切にし、楽しく食べる子どもを

育むために、給食内容の充実と食事環境の整備を行います。

また、家庭や地域と連携し、食べるための技術や知識、みん

なで食べることの楽しさなど食を通じた活動や体験による食

育を推進します。 

保育運営課 

20  げんキッズ菜園 

食育の一環として、園児が自らの体験を通じて健康・人間関

係・食文化・命の大切さ等を学ぶことができるよう、区立保

育園に野菜苗と土を配付します。 

保育運営課 

21  
区立保育園における

食物アレルギー対策 

食物アレルギーを有する園児にも安全性を最優先した給食を

提供するため、誤食を防ぐための対応や体制づくりを徹底し

ます。 

保育運営課 

22  
学校給食における 

安全対策の充実 

食物アレルギーを有する児童・生徒にも安全性を最優先した

給食を提供するため、誤食を防ぐための対応や体制づくりを

徹底します。 

学務課 

23  
学校給食における 

食育事業の充実 
区内産野菜及び産地直送食材による給食を充実させます。 学務課 

24  

身
体
活
動
・
運
動 

区民散策ツアー 
区内の観光スポットを観光ボランティアガイドの案内のもと

散策するツアーを年５回実施します。 
くらしと観光課 

25  

★ウォーキングコー

ス等の情報発信及び

区内資源を通じた 

地域の活性化 

「スポーツ」の概念を競技性のある活動だけでなく、ウォー

キングや散策などの日常的な身体活動まで広く捉え、区内で

気軽に実施できるウォーキングコース等について様々な媒体

を用いて情報発信を行います。 

さらに、「すべての身体活動はスポーツである」という新し

い視点に立ち、区内の豊富な資源を活用していた Pay 健幸ポ

イント事業等と連携するなど、スポーツを通じた地域の活性

化を図ります。 

スポ―ツ振興課 
健康推進課 

みどりと公園課 

26  
★高齢者スポーツ 

大学 

高齢者の健康維持・増進及びスポーツの振興を目的として、

さまざまなスポーツ種目を体験できるスポーツ大学を実施し

ます。 

スポ―ツ振興課 

27  
★シニアグラウンド 

・ゴルフ大会 

高齢者の健康維持・増進及び、グラウンド・ゴルフの普及を

目的として、グラウンドゴルフ大会を実施します。 
スポ―ツ振興課 
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No 
分

野 
事業名 事業内容 所管課 

28  

身
体
活
動
・
運
動 

★ユニバーサル 

スポーツ体験会 

障がいの有無を問わず、幅広い世代の自発的な運動への関心・

運動意欲の向上を促し、スポーツを日常的に行う習慣の定着

を図ります。 

スポ―ツ振興課 

29  
★いたばし 

ウォーキング大会 

ウォーキングを通じて、健康増進を図るとともに、区の自然

を感じながら文化施設や商業施設をまわることで、区の魅力

を感じるきっかけを提供し、習慣的な運動の実施を促します。 

スポ―ツ振興課 

30  

プロスポーツチーム 

・トップアスリート

による教室 

連携協定を結んでいるプロスポーツチームやトップアスリー

トによる教室を小中学生向けに行い、子どもの頃からスポー

ツを通じて主体的に体を動かし、バランスのとれた体づくり

を支援するとともに、スポーツに親しむ環境づくりを推進し

ます。 

スポ―ツ振興課 

31  

休
養
・
睡
眠 

ワーク・ライフ・バ

ランス推進企業表彰 

仕事と生活の両立支援や、誰もが働きやすい職場環境づくり

に取り組む中小企業を、ワーク・ライフ・バランス推進企業

として表彰します。 

男女社会参画課 

32  

適
正
な
飲
酒 

お酒の悩み相談会 

アルコール問題で困っているご家族や、当事者のためのグル

ープ相談を開催し、正しい知識を身につけ健康問題の解決を

図ります。 

地域保健課 

33  

禁
煙 

受動喫煙防止対策の

推進 

改正健康増進法および東京都受動喫煙防止条例に基づき、望

まない受動喫煙の防止を推進するために、区民や施設の管理

権原者に対して、制度の普及啓発や法令遵守を目的とする指

導業務を実施します。 

健康推進課 

34  
★禁煙外来治療費 

助成事業 

禁煙を希望する区民を対象に、禁煙外来を利用した際にかか

った治療費を助成します。 
健康推進課 

35  路上禁煙地区の設定 

通勤・通学等の駅の利用者が多い・駅を中心とした多くの商

業施設が集積している等の要件を踏まえ、特に必要があると

認められる地区を路上禁煙地区として指定します（現在８地

区指定）。 

資源循環推進課 

36  

歯
と
口
腔
の
健
康 

１歳６か月児・ 

３歳児歯科健診 

幼児の歯と口を健康に保つため、歯科健診、健康教育、保健

指導を実施します。 
健康福祉センター 

37  
はじめての 

歯みがきひろば 

乳歯の手入れやむし歯予防の指導、歯科医師による保護者の

歯科相談を行います。 
健康福祉センター 

38  
歯科衛生相談室 

（乳幼児歯科健診） 

むし歯の予防と早期発見のため歯科健診、歯科相談を実施し

ます。 
健康福祉センター 

39  
歯科衛生教育 

（出張歯みがき指導） 

歯の健康の基礎づくりを目的として、健康教育や歯みがき指

導を実施します。 
健康福祉センター 

40  歯科健康相談 
区の施設等において、歯科衛生士が出張・電話による歯科相

談を行います。 
健康福祉センター 

41  ★妊婦歯科健診 妊婦を対象に、区内実施医療機関で歯科健診を実施します。 健康推進課 

42  
休日歯科応急診療の

整備 

休日における急病患者（歯科）の診療を行うことにより、区

民の健康および生命を守り、併せて区民の不安を解消します。 
健康推進課 

43  ★歯と口の健康教室 

区立小学校の４年生と小中特別支援学級設置校を対象に、歯

の働き・正しい歯の磨き方等を指導し、口腔衛生の意識を高

めます。 

学務課 
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No 
分

野 
事業名 事業内容 所管課 

44  

こ
こ
ろ
の
健
康 

区と東武鉄道（株）

による自殺防止 

キャンペーン 

９月、３月の自殺対策強化月間に合わせ、東武鉄道（株）と

連携した自殺防止キャンペーンとして、東上線駅構内で啓発

資料を配付します。 

地域保健課 

45  
心のサポーター 

養成研修 

正しい知識と理解に基づき、家族や同僚など身近な人に対し

て、傾聴を中心とした支援を行う「心のサポーター」を養成

します。 

地域保健課 

46  精神保健福祉講演会 精神保健福祉の周知啓発を目的に講演会を実施します。 地域保健課 

47  ひきこもり家族教室 

家族を対象に、ひきこもりに関する理解と回復のための日頃

の関わりについて、講座・交流会を通じて学ぶ場を運営しま

す。 

地域保健課 

48  
うつ病・双極性障害

家族教室 

家族を対象に、うつ病、双極性障害の基本知識及び適切な対

処法の取得、家族のストレスマネージメント法の取得をめざ

した連続講座を開催します。 

地域保健課 

49  ゲートキーパー研修 
自殺対策を支える人材の育成を目的に、区民・区職員に対し

実践的なゲートキーパー研修を行います。 
地域保健課 

50  
板橋区こころと 

いのちの連絡協議会 

区内の保健、医療、福祉、教育等の関係機関と区が連携して

自殺対策及び精神保健福祉活動を総合的かつ効果的に推進す

るため、本協議会を中心にネットワークを構築します。 

地域保健課 

51  
育児不安をかかえる

母親等への支援 

育児不安を抱える母親を対象に、グループワーク（育児不安

を抱える母親のためのグループ支援）の実施により、育児不

安を軽減するとともに育児スキルの向上を図ります。また、

育児不安や家族関係で心の問題を抱えている母親・父親に対

し、公認心理師による個別相談（ママ・パパのためのこころ

の相談室）を実施します。 

健康福祉センター 

52  
こころの健康づくり

講座 

ライフステージの中で育児や働き盛りなど、ストレスが高ま

る時期にある方を対象に、その時期に多いこころの問題につ

いての上手な対処法などについて普及･啓発を行います。 

健康福祉センター 

53  精神保健福祉相談 
精神疾患が疑われる者又は精神障がい者、及びその家族等を

対象に、医師、保健師による相談を行います。 
健康福祉センター 
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（２）生涯にわたる健康づくり 
 

No 
分

野 
事業名 事業内容 所管課 

54  

お
や
こ
の
健
康 

育児相談・ 
出張育児相談 

乳幼児の健やかな育成のため身体発育、発達、保護者の育児
不安等に関して、保健師・助産師・栄養士・歯科衛生士等の
専門職による育児相談を行います。また、集会所等に出向き、
出張育児相談を実施します。 

健康福祉センター 

55  
ウェルカムベビー 

講座等 

すべての妊婦とパートナー、家族が、安心安全な出産・子育
ての実現のため、出産や育児の不安を解消し、妊娠中から出
産後の過ごし方や子育てに関する知識や育児技術を習得でき
るような講座を実施します。また、赤ちゃんを迎える父親を
対象とした講座を実施します。 

健康福祉センター 

56  
妊婦・出産 

ナビゲーション 
事業 

全ての妊婦及びパートナー等に保健師・助産師が面接を行い、
子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を実施します。 

健康推進課 

57  産後ケア事業 

産婦の心身のケアや育児支援を実施します。 
※助産師が自宅を訪問する「訪問型」と、産後 120 日までの
母子が契約医療機関や助産所等に宿泊する「宿泊型」、産後
６か月までの母子が契約医療機関や助産所等に通所する「通
所型」を実施します。 

健康推進課 

58  
新生児等訪問指導
（産後うつ病のスク

リーニング） 

生後 28 日以内の新生児及び健康福祉センター所長が養育上
必要があると認めた生後 120日以内の乳児を対象に、訪問指
導員（委託助産師）又は保健師が家庭訪問し、健康管理や育
児について指導を行います。 
産後うつ病のスクリーニングは、産婦とそのパートナーに実
施し、メンタルヘルス支援を行います。 

健康推進課 

59  

★絵本の世界観を表
現したおやこ健康手
帳（母子健康手帳）

等交付事業 

おやこ健康手帳（母子健康手帳）及び妊産婦向け冊子の表紙
等のデザイン委託を行い、絵本の世界観を表現したデザイン
に変更することで、利用者にとって親しみやすく、より愛着
のあるものとする。 

健康推進課 

60  乳幼児健康診査 

乳幼児の健全な発育を図るために健診を行い、保護者に適切
な保健指導を行います（４か月児健診、６～７か月児健診、
9～10 か月児健診、１歳６か月児健診、３歳児健診、４・５
歳児健診等）。また、精密健康診査を行う必要があると判断
された者に対し、これに要する費用を助成します。 

健康推進課 
健康福祉センター 

61  いたばしパパ月間 

10 月を「いたばしパパ月間」と設定し、各所管課や区内団体
が実施している「父子対象事業」を可能な限り集中的に実施
するとともに、育児に関する講座・セミナーや啓発イベント
を開催する等、多角的な取組により男性の子育てを応援しま
す。 
また、より効果的な推進のために庁外関係機関との連携強化
を図ります。 

男女社会参画課 

62  
子ども発達支援 
センター事業 

発達に気がかりのあるおおむね 15 歳までのお子さんとその
家族などを対象にした発達支援の専門相談と、医療的ケアを
必要とする 18 歳未満のお子さんとその家族などを対象とし
た相談を実施します。また、乳幼児の発達を支援する関係機
関連絡会を開催し、有機的な連携体制を推進します。 

障がいサービス課 

63  子育て出張相談 

区内のイオン店舗内の赤ちゃんの駅「子育て情報コーナーす
くすく」において、おむつ替えや授乳で赤ちゃんの駅を利用
する保護者を対象に、日々の子育てに関する疑問や悩み等を
気軽に相談できる出張相談を実施します。 

保育サービス課 

64  ★子育て支援事業 

おやこの健康を支える多様な子育て支援事業を提供します。 
①ファミリー・サポート・センター 
②ショートステイ 
③育児支援ヘルパー 
④ベビーシッター利用支援 
⑤産前産後支援（産後ドゥーラ） 

支援課 



 

74 

 

No 
分

野 
事業名 事業内容 所管課 

65  

お
や
こ
の
健
康 

親支援事業 
子育てに不安や困難さを感じている保護者を対象に、講義や
グループワークを通じて、心のケアやコミュニケーション、
子どもとの向き合い方等について学ぶ機会を設けます。 

支援課 

66  
子どもなんでも 

相談 

0 歳～18 歳未満の子どもや子育て中の父母等を対象に、子ど
も自身の悩みや子育てに関する不安等に関する相談（24 時間
365 日）を電話で受け付けています。 

支援課 

67  
年齢別／生活習慣チ
ェックシートの配付 

子どもが保護者とのコミュニケーションを通じ、身に付けた
い生活習慣を自分で考え行動できるよう、３・４・５歳の幼
児及び小学校６年生を対象とした「年齢別／生活習慣チェッ
クシート」を区内保育園・幼稚園及び小学校を通じて家庭に
配付します。 

地域教育力推進課 

再
掲 

食育情報紙発行 
幼児、小学生（３年生まで）とその保護者を対象とした食育
情報紙を発行し、区内保育施設、小学校に配布します。 

健康推進課 

食育・健康教室、食
育推進のための教室 

乳幼児・学童とその保護者、成人を対象に食育及び健康に関
する教室を行います。また、地域団体、児童館等から要望が
あった場合に、食育推進や栄養・食生活、健康づくりに関す
る教室等を行います。 

健康福祉センター 

離乳食講習会 

乳児を持つ保護者を対象に、発達に合わせた離乳の進め方及
び健康的な食習慣の基礎を培うための知識の習得と、保護者
の健康的な食生活の実践を支援します。また、講義・料理展
示・試食を通して指導を行います。 

健康福祉センター 

保育園給食における
食育事業の充実 

自ら食べようとする意欲を大切にし、楽しく食べる子どもを
育むために、給食内容の充実と食事環境の整備を行います。
また、家庭や地域と連携し、食べるための技術や知識、みん
なで食べることの楽しさなど食を通じた活動や体験による食
育を推進します。 

保育運営課 

げんキッズ菜園 
食育の一環として、園児が自らの体験を通じて健康・人間関
係・食文化・命の大切さ等を学ぶことができるよう、区立保
育園に野菜苗と土を配付します。 

保育運営課 

区立保育園における
食物アレルギー対策 

食物アレルギーを有する園児にも安全性を最優先した給食を
提供するため、誤食を防ぐための対応や体制づくりを徹底し
ます。 

保育運営課 

はじめての 
歯みがきひろば 

乳歯の手入れやむし歯予防の指導、歯科医師による保護者の
歯科相談を行います。 

健康福祉センター 

歯科衛生相談室 
（乳幼児歯科健診） 

むし歯の予防と早期発見のため歯科健診、歯科相談を実施し
ます。 

健康福祉センター 

育児不安をかかえる
母親等への支援 

育児不安を抱える母親を対象に、グループワーク（育児不安
を抱える母親のためのグループ支援）の実施により、育児不
安を軽減するとともに育児スキルの向上を図ります。また、
育児不安や家族関係で心の問題を抱えている母親・父親に対
し、公認心理師による個別相談（ママ・パパのためのこころ
の相談室）を実施します。 

健康福祉センター 

68  

高
齢
者
の
健
康 

フレイル予防事業 
フレイル予防とシニア世代の社会参加促進を目的に、「フレ
イルサポーター養成講座」及び「フレイルチェック測定会」
を実施します。 

生涯活躍推進課 

69  
介護予防スペース事業
（はすのみ教室・ 
さくらテラス） 

健康意識の向上による介護予防を目的とした各種講座（体操・
ヨガなど）を行います。 

生涯活躍推進課 

70  
公衆浴場活用介護 

予防事業 
今の健康を維持したい方向けに、区内公衆浴場において、介
護予防体操を行います。 

生涯活躍推進課 
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事業名 事業内容 所管課 

71  

高
齢
者
の
健
康 

高齢者日常生活用具
給付事業 

（シルバーカー） 

高齢者の歩行を補助するシルバーカーを給付（所得に応じて
一部自己負担あり）することにより、日常生活の便宜を図り、
自立した生活を支援します。 

高齢政策課 

72  
★絵本読み聞かせ 

講座 
健康増進・社会参加を目的として、絵本読み聞かせ方法の講
座を実施します。 

生涯活躍推進課 

73  ★地域活動入門講座 
地域でのボランティア活動を促すことを目的として、ボラン
ティアや地域資源などに関する講座を実施します。 

生涯活躍推進課 

74  
ゆるやかご近助さん

養成講座 
町会やシニアクラブ等の団体を対象に、地域で緩やかな見守
りを行う人材を育成・確保するための研修を行います。 

生涯活躍推進課 

75  見守りネットワーク 
70 歳以上の独居高齢者で希望する方を名簿登録し、その情報
を区、地域包括支援センター、警察、消防、民生委員で共有
し、緊急時や見守り等に活用します。 

生涯活躍推進課 

76  
生活支援体制 
整備事業 

地域の多様な主体間の定期的な情報共有及び連携・協働する
場となる協議体と、コーディネート機能をはじめ調整役等を
担う生活支援コーディネーターが一緒になって、高齢者が住
み慣れた地域で生きがいをもって生活を継続していくにあた
って必要と考えられる多様な主体による生活支援・介護予防
の活動（支え合い活動等）の充実・強化を図るとともに、地
域における支え合いの仕組みづくりを推進します。 

生涯活躍推進課 

77  
短期集中型 

通所サービス事業 

介護保険の要支援認定を受けている方、元気力（生活機能）
チェックシートで生活機能の低下がみられた方を対象とした
サービスを実施します。 
・健口カムカムコース 
「噛む」「飲み込む」機能のために、口の周りの筋肉のトレ
ーニングを行い、口腔機能の向上を図ります。 
・食事でできる体づくりコース 
低栄養予防の情報やバランスよい食事につながる簡単レシピ
の紹介を行います。 
・運動コース 
専門の指導員からストレッチや筋力トレーニングの正しいや
り方を学びながら、転倒やけがをしにくい体づくりを行いま
す。 
・閉じこもり・認知症予防支援事業 
専門プログラム、日常動作訓練、趣味活動等を通じて、外出
の習慣化、心身機能や認知機能の維持向上を図ります。 

生涯活躍推進課 

78  
介護予防スペース事業
（ウェルネス活動推
進団体支援事業） 

住民主体の通いの場としての自主グループの立ち上げ支援を
行います。また、登録団体に活動場所の提供を行います。 

生涯活躍推進課 

79  
地域ボランティア 

養成事業 
地域で介護予防活動を行う介護予防サポーターを養成しま
す。 

生涯活躍推進課 

80  
住民主体の 

サービス事業 
（通所型・訪問型） 

地域の実情に合わせた介護予防サービス（通所型・訪問型）
を実施します。実施主体となる地域住民のボランティア団体
等の活動支援を行います。 

生涯活躍推進課 

81  
高齢者の暮らしを 
拡げる 10 の筋力 
トレーニング 

地域の中で元気な方と虚弱な高齢者が一緒に週 1回筋力トレ
ーニングを行うグループを立ち上げ、介護予防による地域づ
くりをめざします。生活機能の改善や介護予防の効果が実証
されている 10 種類の運動を行い、運動を継続することによ
り、転倒や閉じこもりを予防します。 

生涯活躍推進課 

82  介護予防把握事業 

元気力（生活機能）チェックシートを実施して、生活機能の
低下がみられた方を必要なサービスにつなげます。 
その一環として、区内５地区で年に２回、65 歳以上の区民で
要介護・要支援認定を受けていない方を対象に、体力測定、
口腔機能測定、栄養ミニ講座等を行う元気力測定会を実施し
ます。 

生涯活躍推進課 
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野 
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83  

高
齢
者
の
健
康 

認知症講演会 
認知症の普及啓発を目的として、認知症の基礎知識、認知症
に備えるための社会参加や栄養、若年性認知症など様々なテ
ーマで講演会を開催します。 

生涯活躍推進課 

84  
認知症サポーター 
養成講座関連事業 

認知症の人やその家族を地域であたたかく見守る「認知症サ
ポーター」を養成するため、、区民や事業所を対象に認知症
サポーター養成講座を実施します。また、講座を修了した事
業所は「高齢者あんしん協力店」として登録します。 

生涯活躍推進課 

85  
認知症の方を介護す
る家族への支援 

認知症の方を介護する家族を対象に、認知症の理解と接し方
を学ぶ講座を実施します。 

生涯活躍推進課 

86  
認知症フレンドリー

カフェ 

認知症とともに生きる方やご家族など、地域で暮らす誰もが
気軽に立ち寄れる開かれた場所である「認知症フレンドリー
カフェ」の運営を支援します。 
カフェでは、認知症についてゆるやかに学び合い、医療や介
護の専門職などすべての人が同じ立場で出会い、つながるこ
とができます。 

生涯活躍推進課 

再
掲 

在宅高齢者 
食生活支援事業 

高齢者の栄養・食生活を支援するため、区内保健・福祉・医
療関係等の栄養士のネットワーク会議の開催や、リーフレッ
トの発行等により栄養情報の提供を行います。 

健康推進課 

★高齢者スポーツ 
大学 

高齢者の健康維持・増進及びスポーツの振興を目的として、
さまざまなスポーツ種目を体験できるスポーツ大学を実施し
ます。 

スポ―ツ振興課 

★シニアグラウンド 
・ゴルフ大会 

高齢者の健康維持・増進及び、グラウンド・ゴルフの普及を
目的として、グラウンドゴルフ大会を実施します。 

スポ―ツ振興課 

87  

女
性
の
健
康 

女性健康支援事業
（相談事業・健康づ

くり支援） 

女性を対象に女性特有の疾患や健康づくりに関して、健康講
座、グループ支援などを行うことで、女性の健康づくりの啓
発・支援を行います。 

健康推進課 
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（３）健康を育むまちづくり 
 

No 
分
野 

事業名 事業内容 所管課 

88  

自
然
と
健
康
に
な
れ
る
環
境
づ
く
り 

各種健(検)診 
がん、生活習慣病の早期発見・早期治療等のため、各種がん
検診、区民一般健康診査、成人歯科検診等を実施します。 

健康推進課 

89  国保特定健康診査 
板橋区国民健康保険の被保険者のうち、40 歳～74 歳を対象
にメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の予防に重
点を置いた特定健康診査を実施します。 

国保年金課 

90  国保特定保健指導 
国保特定健康診査の結果により、生活習慣の改善が必要と判
断され特定保健指導の対象となった方に、特定保健指導を行
います。 

国保年金課 

91  
後期高齢者 

医療健康診査 

東京都後期高齢者医療広域連合から実施の委託を受け、後期
高齢者医療制度に加入している方（75 歳以上の方、一定の障
害のある 65 歳から 74 歳までの方）を対象に、高齢者の健康
づくりや病気の早期発見・早期治療のための健康診査を実施
します。 

国保年金課 

92  
国保生活習慣病 
重症化予防事業 

生活習慣病が重症化するリスクの高い医療機関未受診者・受
診中断者を医療に結びつけるとともに、糖尿病性腎症で通院
している方に、食事や運動などに関する生活改善のための個
別支援（保健指導）を行います。 

国保年金課 

93  
★人間ドック 

受診費用助成事業 

40～74 歳の国民健康保険被保険者（国保特定健康診査対象
者）に対し、人間ドック費用の助成を行います。また、人間
ドックの受診結果を確認し、区が実施する国保特定保健指導・
生活習慣病重症化予防事業の対象となった場合、受診勧奨や
保健指導を行います。 

国保年金課 

94  
★児童・生徒 
健康診断 

小・中学校において、学校保健安全法に基づき児童・生徒の
健康診断を実施します。 

学務課 

再
掲 

いた Pay 健幸ポイント

の活用による 
健康づくりの推進 

デジタル地域通貨アプリ「いたばし Pay」の健康管理機能を
活用して、区民の健康づくりの動機付けと継続を支援するこ
とを目的とした健幸ポイント付与事業を実施します。 

健康推進課 

いたばし健康づくり 
・食育フェア 

各世代や地域の健康や栄養・食生活の課題解決に向けて、地
域でイベントを実施し広く普及啓発します。 

健康推進課 

健康づくり協力店制度
の推進 

区内飲食店やスーパーマーケット等において、健康に配慮し
た食事及び食品の提供や健康情報の提供など、健康に配慮し
た食環境の整備を行います。 

健康推進課 

区立保育園における
食物アレルギー対策 

食物アレルギーを有する園児にも安全性を最優先した給食を
提供するため、誤食を防ぐための対応や体制づくりを徹底し
ます。 

保育運営課 

学校給食における 
安全対策の充実 

食物アレルギーを有する児童・生徒にも安全性を最優先した
給食を提供するため、誤食を防ぐための対応や体制づくりを
徹底します。 

学務課 

学校給食における 
食育事業の充実 

区内産野菜及び産地直送食材による給食を充実させます。 学務課 

区民散策ツアー 
区内の観光スポットを観光ボランティアガイドの案内のもと
散策するツアーを年５回実施します。 

くらしと観光課 

★ウォーキングコー
ス等の情報発信及び
区内資源を通じた地

域の活性化 

「スポーツ」の概念を競技性のある活動だけでなく、ウォー
キングや散策などの日常的な身体活動まで広く捉え、区内で
気軽に実施できるウォーキングコース等について様々な媒体
を用いて情報発信を行います。 
さらに、「すべての身体活動はスポーツである」という新し
い視点に立ち、区内の豊富な資源を活用して健幸ポイント事
業等と連携するなど、スポーツを通じた地域の活性化を図り
ます。 

スポ―ツ振興課 
健康推進課 

みどりと公園課 
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自
然
と
健
康
に
な
れ
る
環
境
づ
く
り 

プロスポーツチーム 
・トップアスリート

による教室 

連携協定を結んでいるプロスポーツチームやトップアスリー
トによる教室を小中学生向けに行い、子どもの頃からスポー
ツを通じて主体的に体を動かし、バランスのとれた体づくり
を支援するとともに、スポーツに親しむ環境づくりを推進し
ます。 

スポ―ツ振興課 

ワーク・ライフ・バ
ランス推進企業表彰 

仕事と生活の両立支援や、誰もが働きやすい職場環境づくり
に取り組む中小企業を、ワーク・ライフ・バランス推進企業
として表彰します。 

男女社会参画課 

95  

生
涯
活
躍
の
ま
ち
づ
く
り 

発達障がい者支援セ
ンター事業 

成人期（概ね 16 歳以上）の発達障がい者に対する総合的な支
援の拠点として、専門相談や社会参加支援、家族支援、関係
機関との連携などを行うことにより、安定した日常生活又は
社会生活が送れるよう自立と就労に向けた取組、安心して利
用できる居場所づくりを行います。 

障がい政策課 

再
掲 

いたばし健康ネット
の運営 

区内の健康づくり実践団体（自主グループ等）、保健医療関
係団体、健康関連企業等のネットワークを構築し、活動紹介
などを通じて区民の健康づくりを支援します。 

健康推進課 

介護予防スペース事業
（はすのみ教室・ 
さくらテラス） 

健康意識の向上による介護予防を目的とした各種講座（体操・
ヨガなど）を行います。 

生涯活躍推進課 

★絵本読み聞かせ 
講座 

健康増進・社会参加を目的として、絵本読み聞かせ方法の講
座を実施します。 

生涯活躍推進課 

★地域活動入門講座 
地域でのボランティア活動を促すことを目的として、ボラン
ティアや地域資源などに関する講座を実施します。 

生涯活躍推進課 

ゆるやかご近助さん
養成講座 

町会やシニアクラブ等の団体を対象に、地域で緩やかな見守
りを行う人材を育成・確保するための研修を行います。 

生涯活躍推進課 

介護予防スペース事業
（ウェルネス活動推
進団体支援事業） 

住民主体の通いの場としての自主グループの立ち上げ支援を
行います。また、登録団体に活動場所の提供を行います。 

生涯活躍推進課 

地域ボランティア 
養成事業 

地域で介護予防活動を行う介護予防サポーターを養成しま
す。 

生涯活躍推進課 

住民主体の 
サービス事業 

（通所型・訪問型） 

地域の実情に合わせた介護予防サービス（通所型・訪問型）
を実施します。実施主体となる地域住民のボランティア団体
等の活動支援を行います。 

生涯活躍推進課 

高齢者の暮らしを 
拡げる 10 の筋力 
トレーニング 

地域の中で元気な方と虚弱な高齢者が一緒に週 1回筋力トレ
ーニングを行うグループを立ち上げ、介護予防による地域づ
くりをめざします。生活機能の改善や介護予防の効果が実証
されている 10 種類の運動を行い、運動を継続することによ
り、転倒や閉じこもりを予防します。 

生涯活躍推進課 

96  健
康
を
支
え
る
保
健
医
療
環
境
の
整
備 

在宅医療センター 
療養相談室 

在宅療養を行っている、または在宅療養に移行する患者・家
族等からの相談に対し、当該患者および家族に適した医療、
介護等のサービスが受けられるよう、医療や介護資源の紹介
及び連携確保を行い支援します。 

地域保健課 

97  
在宅患者急変時 
後方支援病床 
確保事業 

在宅患者の緊急一時的な治療のために確保し、在宅患者の安
定した療養生活を確保及び支援を行います。 

地域保健課 

98  
休日医科診療の 

整備 

休日における急病患者（主に内科・小児科）の診療を行うこ
とにより、区民の健康および生命を守り、併せて区民の不安
を解消します。 

地域保健課 

99  
小児平日夜間 
応急診療の整備 

板橋区平日夜間応急こどもクリニックを開設し、平日夜間の
時間帯（19 時～22 時）に 15歳以下の小児科急病患者の初期
診療を実施します。 

地域保健課 
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No 
分
野 

事業名 事業内容 所管課 

100  

健
康
を
支
え
る
保
健
医
療
環
境
の
整
備 

熱中症予防対策 
（普及啓発） 

熱中症予防に関する知識を「いた Pay 健幸ポイント」を活用
し、周知啓発を行います。また、「熱中症一時休憩所」及び
「クーリングシェルター」の設置拡充により、区民が安心し
て涼める環境の確保を行います。 

地域保健課 

101  
★24 時間使用可能
な AED の設置推進 

AED の設置について、突然の心停止が起きた場合の救命率を
あげることを目的とし、24 時間誰もが使用可能で、区民にと
ってわかりやすい場所への AED の適正配置を推進します。 

地域保健課 

102  
★難病講演会 
膠原病交流会 

難病患者・家族等を対象に病気についての正しい知識や療養
生活の注意点について講演会を開催します。また、膠原病患
者同士の交流と情報交換等の場として交流会を実施します。 

地域保健課 

103  
★板橋区骨髄移植 
ドナー等支援事業 

骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞提供者（以下「ド
ナー」という）となった者及びドナーが従事している事業所
に対し、板橋区骨髄移植ドナー等支援事業奨励金（以下「奨
励金」という）を交付することにより、骨髄・末梢血幹細胞
移植の更なる推進及びドナー登録者の増加を図ります。 

地域保健課 

104  
休日調剤薬局 
開局事業 

休日における急病患者（主に内科・小児科）の診療を行う休
日医科診療に合わせ、薬局の休日開局を実施します。 
開局日時：日曜日・GW・年末年始の午前９時～午後８時 開
局薬局数：１休日あたり区内３か所 

生活衛生課 

105  
予防接種の推進 
（定期接種） 

予防接種法に基づき、感染症の発生及びまん延を予防するた
め、予防接種を医療機関において実施します。 

予防対策課 

106  
予防接種の推進 
（任意接種） 

２～19 歳未満の麻しん風しん混合（ＭＲ）ワクチン定期接種
の未接種者や、生後６か月から高校３年生相当までのインフ
ルエンザワクチンの接種予定者を対象に、任意接種の助成を
行います。 

予防対策課 

107  
HIV・エイズ等 
性感染症の予防 

HIV 等の性感染症の検査・相談を行います。また、大学など
で、病気の正しい知識や予防法についての啓発を行います。 

予防対策課 

108  
防疫対策・ 
結核予防 

結核は治療法の進歩等により患者数は減少してきましたが、
区の結核罹患率は国に比べ高い状況です。服薬継続のための
患者支援や、感染拡大防止の対策、社会情勢の変化による感
染のリスクが高い集団への対策を行います。 

予防対策課 

109  
肝炎ウイルス検診
（B 型、C 型肝炎ウ

イルス） 

15 歳以上の区内在住者で、過去に肝炎ウイルス検査を受けた
ことがない方を対象に実施します。 

予防対策課 

110  
★医療的ケア児等 
コーディネーター事業 

医療的ケアを必要とする 18 歳未満のお子さんとその家族な
どを対象に、医療的ケア児等コーディネーターが関係機関と
連携し、相談支援、連携調整を行います。 

障がいサービス課 

再
掲 

休日歯科応急診療の
整備 

休日における急病患者（歯科）の診療を行うことにより、区
民の健康および生命を守り、併せて区民の不安を解消します。 

健康推進課 
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６ 区民と関係機関の主な役割 

 

本計画の推進に際しては、多様な主体が各々の役割に応じて主体的・積極的に健康づくりに関

わるとともに、相互に連携し、より効果的かつ多角的に健康づくりに取り組む姿をめざします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

区民 

保健医療 

関係団体 

教育機関 

地域団体 

板橋区 

事業者 

◆ 自分や身近な人の健康に関心を持つとともに、健康に関する正し

い知識を身に付けます。 

◆ 主体的に健康づくりに取り組みます。 

◆ 地域の健康づくり活動等へ参加し、多様なつながりを育みます。 

◆ 区民の健康を支える環境を整備します。 

◆ 多様な手段を用いてエビデンスに基づく健康に関する正しい知識

の普及啓発を行います。 

◆ 地域で活動する様々な主体の連携・協働を推進します。 

◆ 地域における健康づくり活動へ積極的に参加します。 

◆ ワーク・ライフ・バランスに取り組み、育児休業や子どもの看

護休業の取得、短時間勤務など、仕事と家庭生活の両立が図ら

れる雇用環境を整備します。 

◆ 地域で健康づくり活動を主催し、地域の健康増進に取り組みま

す。 

◆ 区と連携し、地域住民への健康情報の普及啓発を行います。 

◆ 地域内の居場所づくりとコミュニティ形成の核となります。 

◆ 区民から健康づくりに関する専門的な相談を受け、適切に情報を

提供します。 

◆ 地域における保健医療の担い手として、区と連携して区民の健康

増進に取り組みます。 

◆ 児童・生徒が正しい生活習慣を身に付けるために必要な健康教育

を行うとともに、社会参加のための基礎を築きます。 

◆ 定期健康診断やカウンセリングを行うなど、児童・生徒の健康管

理を適切に行います。 


